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日野町議会第２回定例会会議録 

 

令和５年３月１０日（第４日） 

開会  ９時００分 

散会 １２時２２分 

 

１．出席議員（１２名） 

 １番  野 矢 貴 之   ８番  山 田 人 志 

 ２番  山 本 秀 喜   ９番  谷  成 隆 

 ３番  髙 橋 源三郎  １０番  中 西 佳 子 

 ４番  加 藤 和 幸  １１番  齋 藤 光 弘 

 ６番  後 藤 勇 樹  １２番  西 澤 正 治 

 ７番  奥 平 英 雄  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 １３番  池 元 法 子 （欠席）    

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

 町 長  堀 江 和 博  副 町 長  津 田 誠 司 

 教 育 長  安 田 寛 次  政 策 参 与  東   健二郎 

 総 務 政 策 主 監  澤 村 栄 治  厚 生 主 監  池 内  潔 

 産 業 建 設 主 監  福 本 修 一  教 育 次 長  宇 田 達 夫 

 総 務 課 長  正 木 博 之  税 務 課 長  山 口 明 一 

 企 画 振 興 課 長  小 島  勝  住 民 課 長  山 田 甚 吉 

 福 祉 保 健 課 長  福 田 文 彦  子ども支援課長  柴 田 和 英 

 長 寿 福 祉 課 長  吉 澤 増 穂  農 林 課 長  吉 村 俊 哲 

 商 工 観 光 課 長  園 城 久 志  建 設 計 画 課 長  嶋 村 和 典 

 会 計 管 理 者  山 田 敏 之  生 涯 学 習 課 長  加 納 治 夫 

 学校教育課主席参事  岩 脇 俊 博  生涯学習課主席参事  岡 井 健 司 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  吉 澤 利 夫  総 務 課 主 査  森 岡  誠 
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５．議事日程 

日程第 １ 一般質問 

 １番  野矢 貴之君 

 ６番  後藤 勇樹君 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は12名であります。なお、13番、池元法子君におかれまして

は、欠席届が提出されております。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 １番、野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） おはようございます。私にとっては最後の17期の一般質問にな

りました。それでは、通告書に基づき一般質問をさせていただきます。 

 私のほうでは大きく２問を今日は通告しているんですが、私自身は、このまち、

みんながやりたいことを実現できるまちにもっとなればいいなと思っています。そ

れは言い換えると自己実現というような言葉でも言えるかもしれないんですけど

も、その目的というのは幸福度が高まるだろうと、純粋にやりたいことをやってい

たら幸福度が高まるということと、最近言われています人口減に対して、社会増を

目指すということを考えたときに、おもろいまち、自己実現ができるまちというよ

うなことが１つの要因になるだろうなとも思っています。よそに何かを求めて出て

いくということが減らせるんじゃないかということもあります。 

 そういう意味で、昨日もこれは社会教育だというようなお話も出ていましたけど

も、社会教育のほうにとても注目しています。町長、教育長、生涯学習課にはとて

もそういう意味で期待しているところでございます。まずは、今日は事実関係の確

認みたいなところと、その後、政策論みたいなところをお話ししていきたいと、質

問していきたいと思います。 

 まずはじめに、「地域で育むコミュニティスクール」と題しまして、ここでは事

実関係の確認を分割方式で質問をしたいと思います。 

 文部科学省のホームページによりますと、コミュニティスクールというものがあ

りまして、コミュニティスクールは、学校と地域住民が力を合わせて学校の運営に

取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な

仕組みであるとしています。コミュニティスクールは、学校運営に地域の声を積極

的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができると
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いうものになっているんですが、子どもたちが地域の一員として原体験を積み重ね

ていくというようなことはつながりや郷土愛を育む意味においても大変有意義な

ことだと思っています。 

 そこで、地域で育むコミュニティスクールのために体制づくりについて質問を行

います。３つ質問を行います。 

 １つ目、単位ＰＴＡ、町ＰＴＡ連絡協議会、コミュニティスクール、これらは主

に学校関係者、学校関係者というのは子どもの保護者とか、子どもに対応する先生

とか、そういうようなことで構成されているのかなと思っておりますが、担当は生

涯学習課になっております。その生涯学習課が担当である理由、また、そこに期待

される効果は何かというのを１つ目に聞きます。 

 ２つ目に、コミュニティスクールの役員といいますか、学校運営協議会の委員の

ことですが、人数や、その人選の基準についてお聞きいたします。 

 ３つ目には、コミュニティスクールは、学校と地域が連携する地域運営の学校み

たいなふうに広がっていくというイメージをしますと、学校と地域、つまり学校教

育と社会教育が融合するような、もっともっと融合するような形かなとイメージし

ております。幸い、日野町の場合というのは、小学校区のすぐ近くに公民館がある、

ほぼそうなっております。つまり、学校教育と社会教育が融合をとてもしやすいと

いうことをイメージすると、学校と公民館がセットで関わっていくのがコミュニテ

ィスクールかなというふうに思っております。そのような恵まれた立地であるので

活動しやすいと思われるんですが、町当局は学校と公民館の関わりについてどのよ

うに考えているか教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） １番、野矢貴之君の質問に対する教育長の答弁を求めます。教

育長。 

教育長（安田寛次君） おはようございます。どうぞよろしくお願いします。 

 地域で育むコミュニティスクールについてご質問を頂きました。 

 単位ＰＴＡ、それから町のＰＴＡ連絡協議会が生涯学習課担当である理由につい

ては、ＰＴＡの活動は、その理念や目的として、「保護者と教員が学び合うことで

教養を高め、活動を通しての成果を家庭・学校・地域に還元すること。また、児童

生徒の健全な発達に寄与すること」とあり、社会教育関係団体の１つとして生涯学

習課が所管しているところです。 

 今後も、理念と目的に基づいた有意義なＰＴＡ活動を通して、その成果が地域づ

くりに寄与されることを期待しているところです。 

 また、コミュニティスクールについては、今、子どもたちや地域の皆さんが輝く

未来をつくるため、学校・家庭・地域・行政が一体となって、地域総がかりで学校

づくりに取り組む必要があると考えています。「地域とともにある学校」をつくる



4-5 

ため、これまでから生涯学習課が大切にしてきたネットワークや様々なノウハウを

生かしてまいりたいと考えています。 

 コミュニティスクールの学校運営協議会の委員の人数や人選の基準については、

日野町学校運営協議会規則で、協議会の委員は10名程度とし、児童生徒の保護者、

対象学校の地域の住民、地域学校協働活動推進員や学校運営に資する活動を行う者、

そのほか、教育委員会が必要と認める者のうちから、校長の推薦により教育委員会

が任命することとなっております。 

 コミュニティスクールにおける学校と公民館の関わりをどう考えているかにつ

いては、コミュニティスクールの理念にある「地域とともにある学校」を推進する

に際しては、それぞれの地域の恵まれた立地条件にある公民館が、これまで培って

きた人づくりや地域づくりのノウハウ、そのネットワークはコミュニティスクール

の運営に欠かすことのできないものであり、公民館が積極的に関わっていくことが

大変重要であると考えています。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 再質問を３点ほどいたします。 

 まず１つ目に、ＰＴＡが生涯学習課担当である理由ということで、ＰＴＡ活動を

通じて保護者も教員も学び合うということで、大人の学びが大きく関わっていると

いうことで社会教育団体であるということはとても理解できました。 

 コミュニティスクールは地域総がかりであるので、地域が絡まって生涯学習課の

ノウハウ等を生かしていくということですね。 

 このことであると、制度上はそれで、今のお話もとても理解できるんですけど、

ただ、学校という活動の中には生涯学習課の方がぱっと姿を現すって、あんまり見

かけないかなと思っています。それは、学校内でのＰＴＡ活動においてもそうかな

と思っているんですが、町Ｐ、ＰＴＡ連絡協議会のほうに行くと、急に生涯学習課

が担当になるようなイメージなんですよ、ＰＴＡ会長としまして。それが、そうい

うもんだし縦割りはそうなんだよということは理解した上でなんですけど、その状

態って、１つイメージするのは、それが本当に効率的な姿なのかということと、そ

の場合の学校との生涯学習課の連携って本当に十分にできているのかということ

が気になるんですが、そこについてちょっと見解をお聞きしたいというのが１点目

の再質問です。 

 ２点目としましては、コミュニティスクール、学校運営協議会委員は校長先生が

推薦して任命すると、教育委員会が任命するということは理解しました。この中で

ちょっといろんな地域のことを教えていただきたいんですけど、さっき、学校と公

民館がある種セットで地域運営を行っていくというのがいいんじゃないのかとい

うことで、多分同意していただいたのかなと思っているんですが、さっきの人選の
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中に主事が入っていない地域もあるんじゃないのかなと思っていて、その主事が入

っている地域、入っていない地域があるのかというようなことと、また、そういう

主事が入っていないとしたら、なぜ入っていないのかというようなことをお聞きし

たい。これがコミュニティスクールの人選についての再質問です。 

 ３つ目です。コミュニティスクールにおける学校と公民館の関わりとしては、公

民館が積極的に関わっていくことが大変重要というお話を頂きました。その場合、

それを踏まえて、生涯学習課から公民館に対して、公民館職員に対してコミュニテ

ィスクールというものの研修や周知というものはどのように行われてきたのかと

いうことについてお聞きします。 

 以上３点、再質問です。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） ただいま、野矢議員より３点について、コミュニティ

スクールについて再質問を頂きました。ありがとうございます。 

 まずＰＴＡの町Ｐ、生涯学習課になると、その状態、それが効率的かどうかとい

うところでございます。社会教育団体というところの位置づけで言いますと生涯学

習課が担当する、これはもう効率的なことだというふうに思っております。そうな

ければならないものだと思っております。ですので、今年度も皆さん町Ｐで集まっ

ていただいたときに、不登校のことについてちょっと議論していただいたと思うん

ですけども、ああいうような議題に乗せたときに、地域と一緒に考えていこう、町

Ｐも一緒に考えていこうというような、そんなスタンスでやっておりましたので、

そういうときにはやはり生涯学習課が関わっていくのがいいのかなというふうに

思っております。 

 ２点目のコミュニティスクールの任命について、主事さんが入っていないという

ことで、なぜかみたいなご質問だったと思うんですけども、今、10名ほど地域で選

んでいただいています。実は言うと、10名では本当は足りないぐらい、たくさんの

人を選びたいなというのが学校としても思いでございます。ですけども、今のとこ

ろちょっと10名というような形で、ほかの人も選ぶこともできるんですけども、今

の状態では10名、それ以上の人を選ぶとなると、いろいろな事情があって、まだ10

名で収まっているところでございます。ですので、公民館の関係者ということであ

りますと、館長さんを代表として選ばせてもらって、そこに入ってもらって、主事

さんは館長さんの報告を聞いて、それに従って動いてもらう、地域と連携してもら

うと、そんなような状態かなというふうに思っております。 

 あと、生涯学習課で公民館とコミュニティスクールの勉強をしているかというこ

とでございます。生涯学習課のほうでは、公民館主事さんとは月１回、公民館長さ

んとは年４回以上の会議を行っております。その中でいろんなことを議題に上げて
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おりますが、コミュニティスクールのことについても議題を上げさせてもらってお

りまして、連携していただきたいというようなことは申しておりますが、まだ研修

というところまでの深いところまでは至っていないところでございます。その辺に

ついては、多分学校からのアプローチの中でコミュニティスクールの研修とかを地

域でやられていることはあるとは思うんですけども、まだ十分ではないと思ってい

ますので、今後はその辺についても十分に連携をとるような研修会をしたいなとい

うふうには思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 大体理解させていただきました。ＰＴＡが生涯学習課であると

いうのは、そのほうがいろいろとノウハウを生かしやすいというところということ

をお聞かせいただきました。 

 コミュニティスクールの人選は10人、確かに私も10人じゃちょっと、もうちょっ

といろんな人が関わったほうがいいかなと。それから、関わり過ぎたら話合いがう

まくできるのかなと思いながら、その辺、今後は一緒に考えていきたいなと思うと

ころです。 

 コミュニティスクールのほうは公民館の職員さんも知っていただいていて、研修

までは至っていないというようなことだったと思うんですけど、この後の質問でち

ょっと触れていきたいことではあるんですけども、再々質問をちょっと１点させて

下さい。できれば教育長に再々質問を１点だけさせていただきたいんですが、公民

館のほとんどの運営を携わっているのは、この後詳しく聞くのでそこはいいんです

けど、僕、ほとんど主事さんかなと思っていて、印象ですよ。ほんで、その実情は

後で聞くんですけど、そうした場合に、そういったことを学校側が、誰が担ってい

るのか。例えばこれ、今、校長先生が推薦するという話だったと思うんですけど、

公民館とか自治会とかそういう動きを学校側がどのぐらい理解して推薦したのか

とか、公民館側も、いやいや、これはこういうコミュニティスクールみたいのがあ

るんだったら、こういう人が行くのがいいんだろうとか、そういうようなことを公

民館側も考えたのかみたいなことを考えると、学校と公民館がお互いにもっと詳し

く理解する余地があるんかなというふうには思いました。それは、イコール、学校

教育課と生涯学習課の関係性というのも、もう少しシナジーを埋めるような深い関

わりをする余地がまだあるんじゃないのかなと思うところを再々質問なんですが、

教育長はどうお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 再々質問を頂きましたが、大変重要なポイントだと私は感じ

ています。学校教育と社会教育が相互に連携、融合をしていく上において、ポイン

トとなるところは幾つもあるかなというふうなことを思うんですが、一番大事にし
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なければならないのは、互いののりしろをしっかりと増やしておくということでは

ないかなというふうに思います。学校教育は社会教育に対して、社会教育は学校教

育に対して、学校は公民館に対して、公民館は学校に対して、相互ののりしろにな

るような部分をどう増やしていくのかなというところがポイントかなというふう

に思います。 

 そういう意味では、学校の中には校務分掌の上では、校長もいます、教頭もいま

す。さらには地域のつなぎの部分で、学校と地域を結ぶコーディネート担当教諭と

いう職名も発令しています。さらには、この地域学校協働活動推進事業に関しては、

絆支援員といって、コーディネーター役をするスタッフもいてくれます。いろんな

スタッフがいる中で、学校は公民館のいろんな活動にいろいろと関心を持って、い

ろんな行事があったときに参画をしていくと、参加じゃなくて参画をしていくとい

うふうな姿勢も大事かなというようなことを思います。 

 さらには公民館の職員さんにとっても、いろいろと学校の内容について関心を持

っていただくというふうなことがとても大事かなというふうなことを思っていま

す。そういう意味では、７つの公民館があるんですけれども、それぞれ特色を持っ

ていろんな取組をして下さっているというふうに私は理解しています。館長が動い

てもらっているというケースもあります。主事さんが動いてもらっているというケ

ースもあります。ほかの公民館の実行委員さんが学校に来ていただいて、いろんな

ボランティアを活動してもらっているというようなケースもあります。そういった

ところで、いろんなスタッフが相互に乗り入れしながら、互いののりしろを増やし

ていくということを大切にしていきたいというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） この１つ目の質問についてはもう質問はできませんので、これ

でおしまいです。 

 事実関係の確認をさせていただきました。公民館と学校、学校教育課と生涯学習

課の連携によって、また新たなエネルギーが生まれるんじゃないかなと期待してお

ります。 

 次に、２つ目のまちの未来を握る公民館を育てる政策ということで、今、学校と

公民館みたいなテーマで少しお話しさせていただいたところを、今度はちょっと公

民館にぐっと絞っていきたいなと思っております。 

 どちらかと言うと、事実確認というより、これから政策的なところに入っていき

たいと思うんですが、地方行政が抱える課題の多様化みたいなところが昨今言われ

ていて、行政だけでは豊かで持続的な地域社会を形成することは難しいということ

で、国のほうからも予想されています。そのため、地域住民は自ら地域課題の解決

へ自主性を持って主体的に取り組むことを求められているということだと認識し
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て、これはいわゆる人材育成が必要なんだろうなというふうに解釈しています。 

 また、日本という成熟社会では、グローバリズムと経済至上主義という物質的豊

かさの価値観から、精神的豊かさを求める価値観への変化が明らかに起きている。

田舎回帰、田園回帰みたいなところも含めてなんですが、そういうようなところを

考えると、地域、とりわけコミュニティの力というのが見直されて期待が寄せられ

ている、私は期待しています。先ほどが人材育成だとすると、これがコミュニティ

づくりかなと考えているところですが、そのような人材育成やコミュニティづくり

の観点から、地域運営組織、地域運営のようなことやコミュニティスクールなど、

国家戦略的にこれやりましょうよというふうに私は見えているんですけど、そうい

うところに対しての公民館の育て方について一問一答で質問を行います。 

 まず１つ目、公民館は、コミュニティスクールや地域運営組織など、これからの

地域にとってますます重要な役割を担っていくだろうと私は考えていますが、執行

側の見解はいかがでしょうか。教育長にお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） まちの未来を握る公民館を育てる政策ということについてご

質問いただきました。 

 公民館のコミュニティスクールにおける役割については、公民館は地域づくりの

プラットフォームであり、これまで培ってきた人づくりや地域づくりのノウハウを

生かし、積極的に関わっていく役割があるというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 公民館は地域づくりのプラットフォームであり、ノウハウを生

かして積極的に関わっていくというお話を頂きました。 

 実際に、先ほどの答弁でもありましたとおり、生涯学習課も公民館も培ってきた

ノウハウやネットワークを最大限に生かしてほしいなと思うところですが、ちょっ

と今お手元に、今回は公民館のパンフレットというものを見つけまして、それを再

確認で皆様にコピーをお配りしています。文部科学省の「公民館」パンフレット、

公民館についてどういうことが公民館なのかって書いてある資料ってめっちゃ少

ないんですよね。何でか分からないですけども。なので、国が出しているものとし

てもちょっと古いんですが、これが公式なんだなというようなパンフレットの一文

です。 

 運営の原則というところの左のところを見ていただいて、地域性と書いてあるん

ですが、「公民館は、行政が地域住民のニーズを把握し、地域が抱える様々な教育

課題の対応などについて、主導的に学習機会を企画し、自ら提供することができる

地域の学習拠点です」。「主導的に学習機会を企画し」ということなので、受動的に

というよりは能動的にが望ましいよと書いてあると認識しています。また、日野町
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の教育振興基本計画においても、「誰もが気軽に立ち寄れる居場所としての公民館

を目指し、住民の社会活動を豊かにするため、住民意識を的確にとらえ、地域課題

の解決に向けて、心豊かで活力に満ちた人づくり・地域づくりの推進に努めます」

と書いていただいています。なので、地域課題解決に向けて主導的に学習機会を企

画すると、そんなふうにまとめて捉えておりますが、なので、コミュニティスクー

ルはもとより、本当に地域運営や地域づくりにも積極的なポジションというふうに

考えていいのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 積極的に公民館が地域づくりの課題解決に向けて取り

組む必要というか、それは可能かどうかということですよね。公民館、もう今、活

動していただいているその活動そのものが地域課題に取り組んでいるというふう

に考えています。 

 例えば今ですと、長寿の方々というか、ご高齢の方に対する健康づくり、もうこ

れはまさしくそのようなことでやっていることかなというふうに思っています。ま

た、通学合宿というのも10年以上前からやっているわけですけども、最近は防災合

宿ということで、子どもたちに防災の仕組みを教えたり、また、後に消防団員にな

ってほしいなと、そんな思いも込めて地域の中では動いていただいていますので、

まさに地域課題に向けて公民館は取り組んでいるのではないかなというふうに思

っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 地域課題に対して積極的なポジションであると。既に取り組ん

でいただいていることもありますし、これから期待されていることみたいなことま

で解釈していくと、幅広くてすごく大変だなと思うようなところもあるかもしれま

せんが、そういうことが期待されているなと私も思います。 

 ここでちょっと公民館の中身の確認をさせていただきたいんですが、公民館に関

わる人たち、公民館職員の方が、多くが会計年度任用職員という制度に移行しまし

た。これは、以前、地域雇用であったというようなお話を踏まえて移行したという

ふうに捉えているんですが、これによってどんな影響があったのかというのを教え

て下さい。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 会計年度に変わったことの影響ですけども、地域雇用

のときからも主事さん、公民館の館長さんとも月１回の公民館主事の会議、年４回

以上の会議を積み重ねながらコミュニケーションをとっておりました。そういった

意味では全然、運営に関しては支障はなかったと思っています。しかしながら、勤

めていただいている、地域雇用の場合ですと、時間外をしたりとか休出をしたりと
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かすると、代休を取って対応するというのが大体でしたが、それではちょっと不安

定な処遇でございますので、会計年度にしていただいたということで、会計年度の

処遇の改善につながったのではないかなというふうに思っております。 

 また、町の研修、町の職員の研修ですと、会計年度さんを含めていろんなコンプ

ライアンスの研修とかをするんですけども、そういう研修とかにも参加しやすくな

ったのではないかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 処遇改善、これは以前から私も耳にしたことがあって、主事さ

んの待遇がもうちょっとよくなったほうがいいんじゃないか。それで会計年度にな

った。会計年度になったのは国の制度の流れに乗ったのかなとも思いながらですけ

ども、そういうメリットがあるということですね。 

 ここで、ほかの角度から、地域雇用であったというとこと会計年度任用職員にな

ったことでの影響を２点確認させていただきたいんですけども、以前は地域雇用で

あったということで、雇用に関して、これはちょっと館長は違うのかも分からない

ですけども、地域の意思みたいなものが多少なりとも反映していたと想像していま

す。例えば地域の中で、何年雇用みたいな、私も細かいのがもう過去のことなので

あれですけども、そうしたときに、現在は、いわゆるもう町直轄ということなので、

任命から雇用終了まで制度上は雇用に対して町が持っていると、つまり、地域に決

定権みたいなものはなくなったと考えられるのが１点ですね。この認識で合ってい

るかということなんすけど。 

 もう１点は、会計年度任用職員の任期は１年ですね。いわゆる前の主事が何年だ

ったか、場所によって違うのかも分かりませんけど、１年といえども、現在、恐ら

くその後、公募みたいなものが毎年行われているわけじゃなくて、契約更新を優先

されるような形で、随契じゃないですけども、お話ししていっていると思っていま

す。そうすると、よほどのことがない限り事実上の終身雇用であると。本人が辞め

る、もしくはトラブルが起きるじゃない限り、そういうふうになっているんじゃな

いかと思うんですが、この２点の認識で合っているか教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） まず１点目の地域の意思が雇用に反映できないのでは

ないかというような質問かなと思うんですけども、この辺に関しては、まず継続と

かに関しましては、主事さんや公民館長さんも含めまして、関係職員さん、皆さん

と一緒に、皆さん１人ずつ、我々が直接面談という方式をとりながらお話をさせて

もらっています。その中で、やる気とか、これからどうしていきたいとか、公民館

の未来についても語っております。そういうところを判断しながら継続していただ

くこととか、そういうことも含めて、こちらのほうで雇用の継続をしっかり見極め
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ております。地域の声もそれなりに耳に入ってくることがございますので、それも

判断材料ではあるんですけども、基本的には一生懸命やっていただいているご本人

の力を見極めているというところでございます。 

 それと、公募、本来ですと１年ずつの契約で、事実上の終身雇用ではないかとい

うところですけども、１番目の回答のとおり、１年に１回、まずは面談をしており

ますが、その面談以外にも、いろんな形で、主事さんや公民館長さん、公民館関係

職員さんとコミュニケーションをとったり、そういうことで意見を聞いたりするこ

とが多分にございますので、その中でいろいろ判断させていただいています。あく

までも会計年度任用職員さんは１年でまず契約させてもらって、その更新について

は面談を行って、それでそれが正しいかどうかというの判断しながらしていくもの

でございますので、終身雇用というような思いではありません。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 終身雇用ではないということですが、事実上そんな雰囲気かな

と思ってはいます。やはり本人が辞めるというまではずっとそのままになりやすい

だろうと考えております。今、ちょっと前提としてお話ししたいのは、個別事案に

ついてどうのこうの言うつもりもないし、そのよしあしを話しするつもりも全くあ

りません。制度としてこういうふうになっているんですねと。それが生涯学習課や

町として社会教育についてどうなのという話をしていきたいのでこの話をしてお

ります。 

 じゃ、次の質問なんですが、公民館の果たす役割というものを考えますと、先ほ

どご答弁を頂きましたように、とても今後の未来について期待される場所だと考え

ております。地域づくりまで役割を担っていきながらと考えると、社会教育や公民

館、まちづくりに複数年契約を持つということが普通にイメージできる、むしろ複

数年契約、中長期でビジョンを持ちながら公民館を運営すべきだろうと私は思いま

す。そうしたときに、会計年度任用職員が１年任期ですよね。複数年計画を考え、

実施するという制度には不向きだと思います、１年任期という制度が。これはほか

にも技術の継承やスキル、いろいろ考えて、通常１年任期の方が複数年の研修もし

くは学びを積み重ねていく計画って不自然ですよね。そう考えますと、実質ほぼ、

終身雇用じゃないという話ですけど、長期雇用になるのであれば、正規職員になっ

たほうが住民福祉の向上の観点から見込みやすいんじゃないのかと思います。現在

の制度を今の事実を踏まえてですよ。そう考えたら、中長期ビジョンでまちづくり

を考えたときに、効果的な人事制度になっていると言えるのかと考えます。 

 公民館主事の役割を踏まえて、地域住民にとって、正規職員に比べて今の会計年

度任用職員のほうがメリットがあるというのであれば、その理由を教えていただき

たいと思いますし、現在の制度、どう考えているかについて教えて下さい。 
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議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） ただいまの質問についてですけども、地域雇用にされ

ていたときは、地域雇用の中で、多分３年、大体３年ぐらいの雇用で、３年目にな

って更新するかどうかというようなことをやられておられました。といった意味で

は、地域のビジョンを考えたときに、せめて３年というような形で多分やっておら

れました。それを今、処遇改善ということで会計年度にしたことで、１年ずつにな

ってしまったことで、長期的なビジョンが組めないのではないかという、そういう

懸念も実はあったのはあったんですけど、まずはその方の処遇を改善することを優

先しながら、安心して働いていただくことで、長期的なビジョンをそこで組めない

のかなというふうに思っております。ですから、１年ずつ緊張を持ちながら職務に

専念していただき、その中で我々がちゃんと面談をしながら、お話をしながら、未

来を語りながら継続していただいているものと思っておりますので、その辺は心配

ないのかなというふうには思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 処遇改善を優先してあるということ、きっかけはそうだという

ことで、あと面談をしてその辺は心配ないということですが、心配あるかないかと

いうのは、もうそうなると生涯学習課次第かなというふうには思いますね。そうい

うことで、一応、私自身は今の制度で本当に効果的なのかというのは疑問を持って

いるということを取りあえずお伝えして質問をしました。 

 そこに付随するような形でほかの組織体制についてもお聞きしたいんですが、公

民館の組織体制について、館長と主事の関係性について教えていただきたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 館長と主事さんの関係者についてということでご質問

いただきました。 

 公民館の組織体制における館長と主事の関係性につきましては、社会教育法第27

条第１項で「公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる」と

し、第２項で「館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行

い、所属職員を監督する」、第３項で「主事は、館長の命を受け、公民館の事業の

実施にあたる」とあり、館長と主事は常に連携をとりながら、公民館の事業を実施

していくことが大切であると考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 社会教育法にのっとってご答弁を頂きました。社会教育法にお

いてはそのように書いてあるので、あまり詳しく書いていないですよね。社会教育

法に、館長が取りあえず必要な制度みたいな形で、そのあとの中身のことについて
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はあまり詳しく触れているような感じはしないんですけど、主事を置けるみたいな

感じに捉えられますよね。ただ、ここで、以前は主事が地域雇用であったと。館長

は町の特別職であった。今は、館長も主事も会計年度任用職員であるということで、

以前は当然、雇主が違うとか所属が違うということで、どんな感じなのというのも

曖昧な感じ。館長は特に名誉職だったような過去の印象とかも考えると、主事が主

にやってきたのかな。館長はその威厳を保っていただいて、いろんな俯瞰してサポ

ートしていただいていたのかなと思うところですが、現在は２人とも会計年度任用

職員ですね。つまり、同じ組織の中に属しているとはたから見れば考えられます。

そうしたときに、館長と主事というのは横並びもしくは上下関係がある、そんなふ

うなことをもし表現するとしたら、どんな関係性にあるんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 館長と主事の関係性について再質問いただきました。

このことにつきましては、実を言うと、おっしゃるとおり、以前は名誉職というよ

うな形で、館長は主要な会議に出てきたらいいようなイメージはあったと思います

が、今の館長さんの意識は全然違います。やっぱり地域の中心的になる活動をして

いるということと、もう１つは、そこに地域運営の事務員さんもいはるというよう

なことで、いろんな方が出入りして来はりますので、館長にご相談があるというよ

うなことが多分にございまして、まず、半日は出てきていただいているというよう

なことでございます。そういった意味では、館長さんの置ける位置は以前の名誉職

とは全く意識が違う、地域の見方も違うのかなというふうに思っております。その

辺で、館長さんの処遇改善についても来年度からちょっとよくしたいなというよう

な思いもございまして、予算の中にはそのようにさせていただいてもらっていると

ころでございます。 

 それと、主事さんとの関係も含めまして、館長、主事さん、それから施設管理人

さんもただ施設を管理しているだけではなくて、施設管理人さんも年２回の意見交

換会をさせてもらっています。公民館に来庁いただく方にいかに気持ちよく安全安

心に来ていただくか、そういうことを議題にしながら意見交換をしておりますので、

館長さん、主事さん、それから施設管理人さん一体となった公民館運営をやってい

かなければならないというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 館長の果たす役割が、恐らく以前とは異なってきたのではない

かというようなお話と、館長の処遇改善も行われている。また、施設管理も含めて

全体で取り組んでいただいているというようなお話だったと思うんですが、館長と

主事の関係性について、まだちょっと明確に見えないなというところもあるんです

けど、それも踏まえて次の質問でもひもといていきたいと思います。 
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 公民館事業についてなんですが、公民館事業は誰がどのようなプロセスでつくり、

実施しているものでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 公民館事業のプロセスと実施については、おおむね公

民館の職員さん、館長さん、主事さんを踏まえて、公民館の実行委員さんとかボラ

ンティアの方々によって計画案が作成されまして、地区の公民館の運営母体であり

ます協議会に諮られて、承認を得た上で公民館実行委員などの協力を得まして事業

が実施されていると思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 様々な方が関わって計画案がつくられているということですが、

ちょっとストレートにお聞きしますけども、日野町の実態としては主事が主になっ

て計画をつくっているという認識で合っていますでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 主事さんが主体、まさしくそうではあるんですけども、

そうでない、公民館の実行委員さんに関わるボランティアの方の発案によって、い

ろんな形でつくり上げられている事業がございますので、必ずしも主事さんだけで

はないと思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 必ずしも主事さんだけではないと。ただ、確かにアイデアはそ

うだと思います。いろいろなところから意見を吸い上げたり意見を聞いたりしなが

らつくると。もう少し組織体として、役割としてのことでお聞きしたいんですけど、

そうすると、この公民館の計画というのをプロセスとして誰が取りまとめて、どう

するというようなことって明確なんでしょうか。例えば、その関わっているそこに

対して、いや、これは基本的に主事が取りまとめるんだよというふうに決まってい

て、当然そこの積み上げ方は公民館によって色があるとか、であれば結構明確では

あるんですけど、場所場所によって、誰がどのぐらい関わってどうなっているとい

うのが、何か今、違いがあるように聞こえたんですけど、その辺は明確なんでしょ

うか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） その辺については、まさしく公民館によって事業の仕

方によっても変わっているかなと。必ずしも公民館主事さんが全てをハンドリング

しているかというと、その辺は全て関わっているとは思いますが、事業によっては、

その実行委員さんの中の人が中心になって進めていただいたり、実際事務をしてい

ただいたりというようなこともあると思います。その辺は主事さんが全て行って、

全て把握はしていると思いますが、主事さんの一番の面白みというか、それを皆さ
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ん地域の人にやっていただく、自分が主役じゃなくて地域の人が主役でございます

ので、その辺をハンドリングするところかなというふうに思いますので、そこに

我々も期待しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 様々ということで、言わんとすることは分かるんですけども、

理念的にというか理想的には、それはいろんな人が主体的に関わってそれぞれやる

んですけども、やっぱり骨組みというか枠組みというものが実は決まっていないの

かなと思って聞いています。つまり、公民館計画というものを結局誰がつくるとい

うルール、もしくはフォーマットみたいな統一性がないのかな。もしくは、生涯学

習課がもしかしたら把握をしていないのか分かりませんけども、それも踏まえて、

館長と主事とかの役割分担もルールが決まっていないとすると、そこの館長さん、

そこの主事さん、そこに関係する人たちがうまいことやってくれているというご答

弁を頂いているふうに私は聞こえているんですけど、その辺ルールを、これ細かな

ことまでルールを決めてやろうという話をしているのではなくて、大きな枠組みの

ルールってもう少しあってもいいのかなと思うんですけども、その辺はいかがでし

ょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 今の大まかな枠組みといいますと、先に答えさせても

らった社会教育法の中の公民館館長と主事の、その関係性が大きな枠かなというふ

うに思っています。その中で主従関係が出来上がっていて、やはり公民館長さんの

命を受けて事業を行うというのが主事さんの仕事でございますので、それが大枠だ

と私は思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 大枠は社会教育法の流れということですが、実態は主事さんが

計画をつくってやっている。社会教育法では館長が計画と管理実行を主事に命じて

主事が実行というふうに社会教育では書いていると思うので、その辺りも含めても

う少し統一性を持った形で社会教育って進められるんだろうなと思っています。 

 ここを何度聞いてもあれなので、ちょっと進めていきたいと思うんですけど、こ

の公民館事業というものが年々向上するというか前進していくようなことを考え

ての生涯学習課としての管理体制というものはどうなっているのかについてお聞

きいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 公民館事業の管理体制でございますが、公民館の生涯

学習課としての管理体制は、先ほどから申しております月１回から２回の公民館主

事会を開催しております。それと年４回以上の公民館長さんとの会合を重ねて、事
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業の進捗状況や情報交換を行いまして、また、年２回の事務監査において会計の執

行状況や事業進捗について状況をお聞きし、確認し、業務向上や改善となるよう努

めているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 主事会と館長会、また事務監査等があるということですが、主

事会とか館長会というものは、主に情報交換の場と考えていいんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 情報交換の場だけではなく、役場の組織の中の、こう

いうことをやっていますよということで、去年度ですと、役場のそれぞれ農林課や

ったり商工観光課やったりとか、長寿福祉課の担当者がその主事会に出向いて、役

場の制度、こういうことをやりますよと、連携するところはないですかというよう

な、そういうような研修の場にもなっております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 情報交換だけじゃなくて研修の場にもなっているということで

すね。そこは理解しました。 

 生涯学習課と公民館の関係性なんですが、こういった形で交流を持っていただい

ているということは、物理的にというか事実として理解できるんですけど、例えば、

生涯学習課が公民館全体に対して方向性とかビジョンを示す、共通の目標に向かっ

てマネジメントをするというような組織の関係性にあるんだろうなと思っている

んですけど、そういうようなことというのは、今の各館のやり方の自由度で向かっ

ていくとかというのを聞くと、その役割というのはどういうふうな関係性になって

いるのかなというのが気になるんですが、生涯学習課と公民館の、生涯学習課から

方向性やビジョンを示して一緒に向かっていくというような関係性というのはど

うなんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 生涯学習課と公民館の関係性ですね。教育基本方針が

ございます。その中でも社会教育方針がございます。その社会教育方針の中には、

町立公民館の方針があります。その方針は、社会教育委員、兼ねて公民館運営審議

委員さんに諮らせてもらうんですけども、諮る前に、公民館の方向性については、

館長さんとかに集まっていただきまして、この方向性でいいか、方針でいいかとい

うことを議論させてもらって、改善すべきところは改善し、見直すべきところは文

言も含めて見直して、それを社会教育方針の中に含めさせてもらって、公民館運営

審議委員さんにかけさせてもらって、それが各地域の公民館の方針にもつながって

いる、そういうふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 
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１番（野矢貴之君） 順というか、段取りは踏んでいるというようなことで、確かに、

会議体を持たれているとか、そういう協議会があるとかということで、段取りを踏

んでいるとは思うんですけども、ただ、その段取りの踏み方というか、そのための

準備みたいなところがどうなのかなと思ったりします。いわゆる、決めたルールど

おりやっていると思いますし、決めたルールを逸脱しているとは全く思っていない

ですし、だから、その決めたルールというのがええルールなのというふうなところ

に疑問を持っているということです。 

 なので、さっきの館長と主事の関係性もそうですし、計画を立てるというところ

もそうですけど、何となくルールが曖昧な形で、とにかく自由度が優先されている

ということを、地域目線で言うと、地域住民の目線で言いますと、うちの公民館と

か、それ、どこの地域でも一緒ですけど、どんなふうに行われているかというのが、

生涯学習課とかにお聞きして、こういう形でお答えいただくと、各公民館の館長さ

んや主事次第というふうにも考えられるのかなというふうに捉えています。住民と

してですよ。そうしたときに、これ、地域にとってはマンパワー次第で、運みたい

なものじゃないですか。この地域の社会教育がどんどん前に進んでいくために、仕

組みとしてこういうふうに進んでいくようというのよりは、うまいことやってくれ

ていますというふうなところに聞こえるんですが、この形で本当にいいのかという

ように思うんですが、いかがでしょうか。もっと仕組み化できるんじゃないのかな

と思っています。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 自由過ぎて仕組みがないのではないかみたいな、そん

なところでしょうか。我々も事業をしていただくのに、公民館の運営協議会に補助

金をお渡しして、その運営協議会からのお金で公民館の事業をしていただいていま

す。 

 まず、その公民館の事業をしていただくときには基準事業というのがございまし

て、会議を持つ、青少年のことをする、スポーツのことをする、住民交流をする、

文化振興、広報活動をする、講座・講演会をする、特色のある事業をするというよ

うな、そういうような基準事業が決まっております。その基準事業に従いながら、

補助金としてきっちりやっているかどうかというのを見て、それに対して特色をつ

けながらしていただいています。この計画については各地域の運営会に諮ってやっ

ておられますので、その辺は全然大丈夫かなと思っています。 

 それと、各地域の公民館の運営会の中には、地区の区長さんとか、それから公民

館運営審議委員さん、それから各種団体の方も入っておられますので、いろんな目

があって、その辺でチェックされているのかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 
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１番（野矢貴之君） 基準事業があって、各チェック機能があると。確かに基準事業

があるというのも私も確認、見せていただいていますし、認識しています。あと各

地域で各地域のステークホルダーの方が寄り集まって協議していただいている、そ

れはそうだと思います。そこの基準事業というのが、恐らく時代に合わせて変わっ

ているというものではないということで、その時代に合わせた変化みたいなものが

そこには求められていないフォーマットになっていると認識しています。あと、そ

この地域の方が寄っていただいても地域で完結してしまうので、それがほかと比較

してとか、本当にその方向性が合っているかというのを確認するのがすごく難しい。

地域ごとにつくって地域ごとに認めてということになるので、これを幅広く７つの

公民館が一緒に前進していっているよというクオリティーを担保するのってすご

く難しいんじゃないかなと思っています。 

 ここで６つ目の質問に移りたいと思うんですが、７つの公民館が独自性を保持し

つつクオリティーを担保するために、事業評価、これ、昨日も総務課長から事務事

業評価シートがあるみたいなことをお聞きしたんですが、そのような仕組みがしっ

かりとあるほうがいいのかなと思っていますが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 公民館の事業評価についてということでご質問いただ

きました。 

 現在、生涯学習課では、年２回の事務監査として事業の進捗状況と会計の執行状

況の確認を行うほかに、事業実績報告書を提出いただく際には、地区公民館の運営

協議会による審査を受け、事業の成果や課題となる事項を整理し、提出していただ

いております。 

 また、年３回開催しております社会教育委員、兼ねて公民館運営審議会の際には、

それぞれの公民館からの取組報告を頂き、情報交換を行い、互いに今後の事業の在

り方やその方向、方策を学び合う場にもなっているところでございます。 

 今後は、外部の方々や関係者による評価の在り方も含めて、研究はしていきたい

と思っております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 外部のことも含めて研究していきたいということですが、この

事業評価を行っている部署として企画振興課にもちょっとご意見を頂きたいと思

うんですが、いかがですか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 事務事業評価を所管しております企画振興課でござい

ますが、先ほどからのお話をいろいろ聞かせていただきまして、公民館の事業をよ

りよくするための仕組みというのは大変重要かなというふうに感じているところ
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でございます。 

 公民館によりまして、独自性を発揮した様々な取組がこれまでからされておりま

す。今、役場のほうで行っていますのは、事務事業評価ですが、予算の事務事業単

位ですので、少しそれに捕らわれてやっていくというのは合わないのかなという感

じがしております。その中で、ほかの公民館のすばらしい取組ですとか、ほかの先

進事例を、やはり７つの公民館で共有いただきまして、地域の特色を残しながら積

極的に取り入れられる公民館の仕組みとか体制をつくっていくことによりまして、

町全体の公民館の事業がさらによくなるようになるのかなというふうに考えてお

りますので、今、昨日も総務課長が申しました、企画が所管しています事務事業評

価とはまた違った形の仕組みが必要なのかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） なるほど。事務事業評価シートという形が合わないかもしれな

いということですね。あと、７つの公民館の事例の共有とかそういう仕組みがうま

くできたらいいのじゃないかというお話を頂きましたけども、お話はとても分かり

ます。ただ、生涯学習課のほうにお話しいただいた、報告書も頂いているというの

も、確かフォーマットが統一されていなくって、独自報告で、独自評価といいます

か、が報告されていくというような流れかと認識しています。それ自体が、要する

に仕組みとしては、本当に自己努力というか、になっていて、マネジメントする側

の仕組みとしては、ちょっと私は物足りないなと思っているんですよ。 

 企画振興課から頂いた、何らか違う仕組みもあっていいんじゃないかということ

ですけど、事例の共有とかというのは、もうむしろ当然のように行っていてほしい

ことであって、それを共有する仕組みを今からって、もうそんなん仕組みじゃない

と思うんですよ。なので、やっぱり誰がやっても自浄作用があって向上していくよ

うなシステムって、今日び、どこにでも探せばあると思いますし、そういうような

ことが、この７つの公民館がよくなっていくのに少し考えていただいたほうがいい

んじゃないかなと思っています。なので、その辺は本当に今後の伸び代の余地があ

るのかなと思って、ちょっと教育長にご意見を頂きたいことがあります。 

 先ほどからずっと、先ほど来答弁していただいています生涯学習課が持つネット

ワークやノウハウを生かしていくということなんですが、私はちょっと生かし切れ

ていないかなというふうに感じているところです。みんながやりたいことを実現で

きるまちにしたいなと思って社会教育に期待するものが、僕がもし挙げるとしたら

４つあります。 

 １つは繰り返し学ぶ機会、やりたいことを見つけたら実践するためのいわゆるノ

ウハウを繰り返し学ぶ機会があるということ。次に、もう１つは繰り返し実践する

機会があるということ。これは町中に課題がたくさんあるので、そんな課題もある
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と思いますし、また、３つ目は、チェレンジを伴うあらゆる結果が許容されるよう

な心理的安全性の確保といいますか、これは見守りの応援がそうさせると思ってい

ますし、４つ目は純粋にサポート、プラットフォームとしてのネットワーク、資源

のリソースというか、のサポートがあるといいなと。 

 この今の挙げた４つというのは、生涯学習課や公民館が持っているネットワーク

やノウハウで十分補えるような４つだと思っていますが、それを十分に発揮できて

いるとは言えないかなと感じています。なので、生涯学習課や公民館というのは、

教育機関としてチャレンジ促進の場と位置づけていますので、その生涯学習課や公

民館自体がチャレンジをしながら実践、改善を繰り返していっているというような

ところが、地域住民にとっては確実な学びになるんじゃないかなと思っています。

なので、学んでもらうということも大切なんですけど、それも見て分かるような形

ってとれるだろうなと思ったりして、それを関係者のマンパワーに依存してしまう

ことで、マンパワーというのは、たまたま運よく行われたらいいなではなくて、仕

組みとして、必然性と再現性を持って実施されることを本当に願っているわけです

けど、その辺を教育長、どのように考えているかお聞かせください。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） ご質問いただきまして、ありがとうございます。 

 先ほどからの事業評価に関わる部分も含めて、私のコメントでございます。教育

において、どういうふうに第三者の評価を入れていくのかということは、大変なか

なか難しい課題でもあるかなというふうなことを思うんですが、これはあくまでも

学校の例でございますけれども、ちょうど今、新年度を迎える前というふうな段階

にあって、学校のほうでも、まずＰＴＡの皆さんから評価を頂きます。子どもたち

からも評価を頂きます。その評価した内容をそれぞれほかの学校の校長先生に見て

いただきます。さらにもう一歩進んでいるところについては、第三者の評価を入れ

るというふうなことで、外部の方からどういうふうに見てもらうのかというところ

をきちっとやっぱり評価をしてもらっていると。 

 その評価の項目については、例えば、学校の範疇ですけども、学ぶ力については

どうだったか、体力づくりについてはどうだったか、地域との連携についてはどう

だったか、人権教育についてはどうだったか、幾つか項目があるんですけども、そ

ういった内容があるんです。そういう意味からすると、先ほど企画のほうからあっ

たその事業評価という内容については、ちょっと教育の部分では難しいかなという

ふうに思うんですが、私は、そこの１つの柱立てになるのは、先ほど議員から頂い

た配付資料の中にあります文科省の公民館の設置運営に関する基準の中にヒント

があるんじゃないかなというふうに思っています。地域の学習拠点としての機能の

発揮がどうであったか、地域の家庭教育支援の拠点としての場としてどうであった
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のか、ほかにも幾つかありますね。そういった点について、それぞれ地域の皆さん

ほかのマンパワーであれば、ほかの公民館から、あるいは社会教育委員さん、公民

館運営審議会の委員さんといった方々からの具体的な評価をもらうというところ

が一番重要であるというふうに思います。 

 そういう意味からすると、今夜もあるんですが、社会教育委員会、公民館運営審

議会の中でいろいろと審議をしてもらっている中で、自由に意見をもらっているん

ですけども、もう少しそこを研ぎ澄まされたとまでは言いませんけれども、項目を

決めて、シビアな評価をしていくということも、これからとても重要かなというふ

うなことを思います。そういう意味からすると、館長さん、主事さんの中でいろい

ろと事業を回してもらっているんですけれども、そこを外部の目線を入れるという

ことによって、毎年、成果と課題ということで、教育委員会のほうには届いている

んですけれども、その内容がさらに、より具体的なものに仕上がってくるんじゃな

いかなというふうなことを感じているところです。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） 学校ではという事例も頂きながらお聞かせいただきました。正

直なところ、学校ってむちゃくちゃ仕組みがあって、日本中で識字率がこれだけ高

くて統一された成果を出していけるってすごい仕組みだと思っているんですよ。そ

ういうようなノウハウとかその仕組みと比較して、同じようなものをつくれるわけ

ではないんですけども、比較するとあまりにも仕組み化されてないなというような

こともあるので、本当に教育長に期待しています。社会教育が今後担う役割とか期

待される役割というのは、私もすごく一緒に考えていきたいところですので、その

辺り、今日お話しさせていただいた職員さんの関係性とか計画の立て方とか、もし

くは年々向上していくための何とかの仕組みとか、その辺、全体的に含めて、本当

にそのままが一番住民にとっていいのかというようなことで、また常々見直してい

ただけるといいなと思っています。 

 では、最後に町長にお聞きしたいと思うんですが、このような先ほどから私がお

話しさせていただいている自己実現のできるまち、やりたいことができるまち、チ

ャレンジを応援するまちの実現に向けて、本当に公民館にすごい期待しているんで

すよ。その公民館自体がもうまちの未来を握ると言っても過言ではない。公民館に

全て責任を持ってもらうわけではないんですけども、ただ、すっごく期待している

ので、こういう話題がもっと広がっていったり、公民館を中心に人が集まって、公

民館を通じて人々が輝くみたいなことを私はイメージしているんですが、町長はい

かがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 野矢議員さんには非常に示唆に富むご質問を頂きまして、どう
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もありがとうございます。 

 おっしゃられたとおり、これから公民館の担う役割というのは非常に大きいもの

がありまして、社会教育はもちろんですけれども、地域の課題というものを、どこ

までできてどこまでできないかという議論は別にあるんですけれども、非常に重要

であります。各自治の部分から見ても、各自治会の機能が低下、これからもしてい

くであろう中で、それを補完するような位置に公民館があるのではないかなという

ことは思っているところでございます。 

 そういった中で、最後のほうにもどうやって評価もしていくのかという前向きな

意味でのということは非常に大事ですし、教育長がおっしゃられたようなことも非

常に大事な観点ではないかなと思います。そのお話をやり取りを聞く中で、出口と

して、これが面白いなと私、思いついたのが、毎年１回、その年度の次にまたがる

かもしれないですけど、事業を各７館のエントリーをしていただいて、１つ事業を

出してもらうと。それの発表会をして、その中で最終的に審査委員さんと町民の皆

様からの投票も兼ねた、オンライン投票でいいと思います。それぞれ配点をして、

最終的に７館の中で、この事業、この年度がよかったですねみたいな出口があると、

町民の皆様にもオープンになりますし、ネガティブな形での評価ではなくて、より

頑張ったところに賞賛が向けられるというような仕組みというのは非常に面白い

ですし、それもありではないかなと。 

 本当にそれぞれ、私も回らせていただいて、これはすごいなという事業をされて

いらっしゃるところがあるので、規模関わらずですね。やっぱりそういうのにチャ

レンジして、公民館もチャレンジして、地域の皆様もチャレンジして、それが相乗

効果につながっていく、そういう出口があってもいいのではないかなと思った次第

でございます。いいご質問、どうもありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 野矢貴之君。 

１番（野矢貴之君） いいですね、何か日野町公民館大会みたいな感じがして。本当、

頂いたみたいに事例を共有していくというか、各そういう事業所間での事例共有は

もちろんそうなんですけど、やはり住民さんが活動しているものをみんなが知る機

会ってすごくよいなと思っていて、そういうことを実践しているのも公民館ですし、

知る機会も公民館にあると。小学生の皆さんが発表していただいたのも、そういう

場所でいっぱいみんなに知ってほしいなと思って聞いていますし、それぞれの福祉

活動しかり、チャレンジ活動しかり、もう本当にいろんなところで知っていただき

たいなと思います。 

 この社会教育というところ、本当に面白いし、やりがいもあるし、これから先、

とても重要になるなと認識しておりますので、引き続き研究していきたいなと思っ

ておりますが、取りあえず、17期においてのこの一般質問は終わりにいたします。
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ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は10時30分から再開いたしま

す。 

－休憩 １０時１３分－ 

－再開 １０時３０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ６番、後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 一般質問に入る前に、ちょっと２点皆さんにお伝えしておきた

いなと思いまして、昨日の一般質問の中で山田人志議員のほうから、議員活動が町

民にとって役立っている感じがないという発言ございましたけれども、それはあく

まで山田議員ご本人の活動について思われたことなんであろうと私は思います。町

として、あるいは地域として、なかなか懸案が進まなかったりするときに、やはり

町会議員が県会議員や国会議員と連携して、県、国に一生懸命、要望・陳情に走り

回り、そして、河川が改修されたり、道路がついたりというのが現実に行われてお

りますし、私どもにとりましても、こうして議会に来させていただいている日より

は、圧倒的にそういう日のほうが長いわけでして、議員活動が町民にとって役立っ

ている感がないなどとはかけらも思っておりません。これは個人のご感想だという

ふうにご判断いただきたいと思います。 

 それともう１点、髙橋源三郎議員が昨日の一般質問の中で、私、髙橋議員や谷議

員や西澤議員と一緒に令和会という会派をつくっておりますけれども、その活動リ

ポートの「令和会報」を出しておりますけれども、この中でＬＧＢＴＱ問題に対し

て批判的なものを載せておりますとおっしゃっていましたけれども、これは別に載

せられるのは結構ですけれども、これも髙橋議員個人の主観で書かれているもので

して、令和会がＬＧＢＴＱそのものに批判的であるというわけじゃございませんの

で、ここのところはご承知おきいただきたいというふうに思います。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。最後の登壇者となりますので、ど

うぞ、もうしばらくよろしくお願いいたします。今回も通告書に基づきまして３項

目、一問一答方式にてお尋ねしたいというふうに思います。 

 まず１つ目の質問ですけれども、日野町文化財保存活用地域計画についてという

ことでお尋ねいたします。 

 日野町文化財保存活用地域計画は、町内に存する貴重な文化財を民間所有のもの

も含め、地域社会全体で次世代に継承し、さらに、これらの文化財を地域振興にも

活用していくことを目指した地域計画です。また、この地域計画は、そのために町

として取り組んでいく目標や、取組の具体的な内容を記載した、町における文化財
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の保存と活用に関する基本的なアクションプランだというふうに私は認識をいた

しております。 

 現在当町では、令和６年度の文化庁の認定を目標といたしまして、令和４年度、

そして５年度、この２年間を計画策定期間と定めまして、認定に向けた様々な取組

が行われているところですが、この計画について、住民および議会にもその概要を

広く認知していただくことも兼ねまして質問をさせていただきたいというふうに

思います。 

 それでは、早速質問いたしますけれども、この日野町の文化財というものの定義、

それから、種類にはどのようなものがあるか教えていただきたいと思います。また、

日野町の文化財の特徴、こういったものももしあるようでしたら教えていただきた

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。生涯

学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま後藤議員より日野町文化財保存活用地

域計画に関わりまして、対象とする文化財の定義、種類、特徴についてご質問を頂

戴いたしました。 

 地域計画では、町内に所在いたします有形無形の文化財、これらを「たから」と

いうふうに位置づけております。「たから」は、さらに指定文化財、未指定文化財、

地域遺産という３つの分類にさらに大別しております。 

 指定文化財につきましては、文化財保護法に規定されます有形文化財、無形文化

財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群、６類型と申しますが、こ

れらのうち国・県・町により指定等の措置がなされているものを呼んでおります。

日野町内には全部で93件の国・県・町の指定等の文化財が所在しております。 

 未指定文化財につきましては、国・県・町の指定には至っておりませんが、これ

に準じた価値を有するもの、こうしたものを未指定文化財と呼んでおります。 

 地域遺産につきましては、この６類型以外でも日野町の歴史文化を特徴づけてお

ります「もの・こと・場所・自然」、非常にたくさんの価値あるものがございます。

特産品や伝承、食文化、風景、大木、こういったものも含めて、今回の計画では「た

から」というふうに定義をつけております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 「たから」という言葉、大好きです、私も。西大路小学校にも

「子どもは宝」と書いてありまして、そういう意味で大好きな言葉でございますけ

れども、今、主席参事のほうからいろいろご紹介いただいたわけですけれども、例

えば、日野に暮らしていらっしゃる方にとって当たり前のことになっております組

汁であるとかお精霊さん、私の地元なんかでも灯籠を川に流す精霊流しという習慣
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がございますけれども、東桜谷のように竹を立てて、山の中腹で燃やすという、あ

あいうお精霊さんというのは日野に来て初めて私は体験いたしましたし、それから、

田んぼが一段落したら、さなぼりというのがあったりして、ちょっとみんなで集ま

って直来をする、こういうものも初めて知った習慣ですけれども、すごいなと思う

反面、地元の方にとっては当たり前過ぎて、特別なことという感覚をあまり持って

いらっしゃらないんですけども、こういったものも日野の特徴ある生活スタイルそ

のものも、これ、１つの文化財と言えるんじゃないかと思いますけれども、これに

ついてこういったものを含めるのかお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま後藤議員のほうから、組汁、それから

精霊、さなぼり、こういった民俗行事というふうなものが文化財に該当するのかと

いうことで、ご指摘頂戴いたしました。まさに生活に密着した伝統行事、こちらも

「たから」の１つとして大いに対象としてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 確かに河村若芝さんの掛け軸であるとか、こういった目に見れ

て触れるもの、物理的なものもすばらしいと思いますけれども、こういった習慣に

こそ本当は歴史があり、そこで暮らしてこられた、脈々と継がれてきたものがある

んじゃないかというふうに思いますので、ぜひ大切にしていただきたいというふう

に思います。 

 その地域計画策定にあたりまして、日野町文化財保存活用地域計画の策定協議会

というのが発足いたしまして、今、協議を重ねていただいているわけですけれども、

２回、今、開催されたというふうに聞いておりますけれども、この協議会の委員さ

んたちはどのような分野から、どのような方法で、何人選ばれて構成されていらっ

しゃるのか、ちょっとこの協議会についてご紹介いただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま、文化財保存活用地域計画の策定協議

会についてご質問を頂戴いたしました。 

 この協議会は、計画の作成に関する協議を行う機関として設置をしております。

委員は全部で11名から構成されておりまして、このうち６名につきましては学識経

験者、分野は歴史、民俗、美術工芸、考古、自然、文化的景観、この６分野の学識

経験者をお願いしております。 

 人選につきましては、日野町が特徴としております文化財の分野を考慮し、これ

まで町史編さんや、それから文化財保存活用地域計画に、他市町でご経験のある先

生方からお願いをしております。このほか、県の文化財保護課の職員が１名、町内

からは文化財の所有者代表、観光関係団体の所有者代表、文化関係団体の所有者代
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表、町民代表として、学校で地域コーディネーターをされている方にお願いをして

おります。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今お伺いしていて、景観というのが入っていて、これについて

経験者のほうからご意見を頂けるの、これが私はすばらしいなというふうに思いま

すね。なかなか文化財として見るときに景観というのに思い至らないんですね。例

えば、綿向山、霊峰として日野の町の「たから」ということで、それは認識されて

いますけれども、例えばコスモスが一面に咲き乱れている西大路から見た風景と、

同じ山ですけれども、小野から見ますと、竜王山のほうが手前に見えまして、その

後ろに綿向山が見えます。このすばらしいロケーションでして、見る角度によって

１つのものでもいろんな景観があるわけですね。こういったものも含めていただけ

るというのは非常にすばらしいことだなというふうに思います。 

 ８月と12月に協議会が今までのところ年２回開催されたということでございま

すけれども、具体的にはどういったスタイルで協議会が行われているんでしょうか。

それと現状、課題、方針ということですけれども、現状、課題というのは文化財そ

のものの状態とか現状とか課題についてなんでしょうか。それとも、この文化財保

護に対する町の現状とか、町の課題のことなんでしょうか。この辺もう少し分かる

ように教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま、協議会の協議の持ち方、特に現状の

検討、どのようなものかということでご質問を頂戴いたしました。 

 会議につきましては、机上、机の上での会議ということで、役場で８月と12月に

開催をさせていただいたところでございます。事務局から資料を作成いたしまして、

日野町の特に現状、課題、方針について、この間ご協議を頂いたところでございま

す。 

 ただいま把握しております現状と申しますのは、文化財がどのようなものがある

のか。どういった方が管理をされているのか、どういった団体さんが文化財を活用

し、まちづくりに役立てておられるのか。活動されている方々の課題や、これから

のプランはどのようなものであるのか、こういったことを調査、あるいはアンケー

トでお声を頂戴して、この協議会でご議論いただいているところです。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） いろんな意見があったかと思うんですけれども、その中でどう

いった意見が出たのか、主立ったものがあれば教えていただきたいなというふうに

思います。 

 それともう１つ、この文化財そのものを保存だけじゃなくて、この地域計画は活
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用もしていこうということで、地方創生の理念として、かつて石破茂さんがおっし

ゃっていらっしゃった歴史的あるいは文化的、地理的な、そういった資産を活用し

て、地域にお金であるとか活力を求めていこうという地方創生の理念とも重なる部

分があると思いますけれども、それに私、反対するわけじゃございませんけれども、

この文化的な遺産というものの中には、活用と言っても、これを観光資源とすべき

ものと、それはちょっと違うやろというものとあると思うんです。この辺について

どのように町として考えていらっしゃるのか。あるいは、活用につきまして、どの

ような項目について、これから策定にあたってどのように活用していくぞというこ

とでまとめていかれるご予定なのか、この辺ちょっとお尋ねできればというふうに

思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま、どのような形で活用をしていくのか、

それから、前後いたしましたが、協議会、住民さんからどのようなお声が寄せられ

ているかということについてご質問を頂戴いたしました。 

 まず、住民さんのほうからは、この日野町に所在いたします文化財を大変誇りに

思っているという声を頂戴しているところです。ただ、昨今の社会情勢、これは日

野町だけではございませんが、人口減少、少子高齢化、この文化財を次世代へ受け

継いでいくのが非常に困難な状態にございます。後継者がなかなか確保できないゆ

えに、お祭りや文化財を伝えることに不安があるというお声も大変たくさん頂戴し

ているところです。そのために、いろんな団体間での連携、あるいは行政にも支援

をしてほしいという声も頂戴しているところです。 

 先ほど野矢議員のご質問の折に、地域総がかりでという言葉が出てまいりました

が、この文化財の場合も、まさに地域総がかりで、まちづくり、人づくりのために

文化財を生かすという観点から計画をつくるものであると考えています。 

 活用につきましては、国のほうではできるだけ観光振興にというふうなお考えの

筋もございますが、まずは、現在守られている文化財、例えば、お祭りを力強く毎

年行う、伝わっている食文化を子どもたちに伝えていく、これまでやってきたこと

を継続して続けていく、これを基本に、守ることを基本に、その上で関係人口を増

進させるために、この文化財が活用できればというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 多分、私のお尋ねする仕方がまずかったのかもしれませんけど、

今、岡井参事のほうからお答えいただいたのは、多分アンケートとか、住民さんか

らの声についてご紹介いただいたんだと思うんですけど、私さっきお尋ねしました、

どんなご意見が出ましたかというのは、協議会の中でどのような意見が学識経験者

さんとか委員のほうから出たかなというのをちょっとお聞きしたかったんですけ
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ど、そこのところが分かればお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） 大変失礼いたしました。協議会では、住民さん

のお声を反映しまして、やはり町行政、これまでの文化財の掘り起こしについては

大変努力をしてきたということでご評価を頂きましたが、情報発信の部分について

若干薄いのではないかということで、新たな指定文化財の指定による文化財の情報

発信、あるいは調査研究について進めることというふうなご意見がただいまは頂戴

しているところです。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 情報発信が、ちょっとまだ課題があるかなということですね。

これは文化財のことだけじゃなくて、日野の今までの行政であるとか、発信してこ

られたもの全般について、町外への発信があんまり日野は得意じゃないかなと思う

ところが確かにたくさんございます。ただ、それはそれで日野の特徴として、周り

に発信するばっかりが能じゃないよというところで、それはまたいいところじゃな

いかと私は思ったりしているんですけれどね。 

 例えば、綿向山にどんどんよそから観光客、登山客に来てほしいなと思う反面、

今でも駐車スペース、課題がある状況ですから、これ以上増えたらそしたらどうす

るんやということで、そこと一緒になって考えていかなければいけないとなります

と、ただ単に発信すればいいだけのものでもないかもしれませんし、例えば先ほど

お精霊さんでも１つの文化であるというふうにお答えいただきましたけど、そした

ら、お精霊さんを見にどっと県外の人が来られたら驚いちゃいますし、それはそれ

で本来の意味と違うものになっちゃうような気もいたしますね。京都の五山の送り

火とか迎え火、ここには観光客いっぱい来られますけれども、これはあくまで町か

ら山を見て喜んでいらっしゃるわけで、お精霊さんをやっている現場に来られたら

困っちゃうわけですね。そういったものもありますので、そこはよく吟味しながら

発信というのも考えていただかないといけないかなというふうに思います。 

 あと、ちょっと今、参事のほうからアンケートのことが出ましたけれども、「日

野のたから」アンケートという名前ですか、というのを実施されたというふうに聞

いておりますけれども、これ、いつ、町民さんでありますけど、町民さんの誰を対

象に行われたのか。また、どのような年齢層の方を対象にされて、どんな回答があ

って、どのような方法でアンケートをとられたのか。また、これ、公表されるもの

なんでしょうか。この辺をちょっとお尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま後藤議員のほうから、アンケートにつ

いてどのような内容であるかとご質問を頂戴いたしました。 
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 まず、アンケートにつきましては、実施時期は昨年の秋から順次行っているとこ

ろで、一部については現在も継続して募集を続けております。 

 内容については、対象によって少し異なりますが、日野町内においてどのような

ものを「たから」と考えるのかということを中心にお尋ねをしております。 

 大きく分けて４つございまして、１つは自治会の自治会長さん宛てに郵送でアン

ケートをさせていただきました。管理されている文化財はどのようなものがあるの

か、「たから」をどのように考えているのか、お困り事はないか、そういったこと

をお尋ねいたしました。 

 現在、まだ回収中でございまして、３月末をめどに回収を続けているところです。

やはり自治会という特性上、地域で実施されている行事、お祭りに大変誇りを持っ

て、これからも継続したいというお答えを頂戴しているところです。 

 それから、35の町内の団体さんに対しては、この活動の内容や設立の経過、今後

の課題等についてお聞かせいただきました。こちらも現在継続してご回答をお願い

しているところです。 

 それから、小中学生に対しましては、秋から１月にかけて、同じく「たから」と、

それから祭礼行事にどれぐらい参加しているかといったようなことをアンケート

させていただきました。こちらのほうは990名から回答を得まして、子どもたちが

考える「たから」がどういったものかということがおおむね把握できている状況で

す。子どもたちはやはり、自分たちが経験した食べ物やお祭り、行事について、「日

野のたから」であるというふうに回答してくれているところです。 

 最後、一般の方からも「たから」について、これはインターネット、それから公

民館等に配布しておりますアンケート用紙で、現在、３月末を締切りに募らせてい

ただいているところです。 

 アンケートの集計結果につきましては、来年度５月をめどに報告をさせていただ

く予定をしております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 来年度の５月ということは、この５月ということですよね。分

かりました。今、自治会であるとか様々な団体さんのほうからアンケートを頂かれ

たということで、そうなると年齢層とかもきっと幅広いんじゃないかと思うわけで

すけど、各年齢によってやっぱり育った環境というのは異なりますので、その方々

の世代の文化というのがあると思うんです。こういった各年代による傾向であると

か特徴が分かればちょっと教えていただけますか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） アンケート結果について、年代ごとの特徴が分

析できているかということですが、まず、一般の方については、アンケートの分析
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が十分にできておりませんので、ちょっと現在お答えを十分にすることができない

のですが、子どもたちについては、先ほど申しましたように、ふるさと学習の中で

子どもたちが経験した食文化、日野菜とかを栽培し、食する、鯛素麺を食する、そ

ういった食文化ですとか、自らが参加した地域のお祭りに大変誇りを持ってくれて

いるという結果が出ております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今、集計の途中ということですので、最終的に結果が出て、ま

た、５月に公表されるのを非常に楽しみにしているわけですけれども、このアンケ

ートが地域計画の策定にどのような部分で役立つでしょうか。また、今後、このア

ンケートを今回だけじゃなくて、また実施される予定というのがございますでしょ

うか。この辺、お尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） アンケート結果が計画にどのように反映される

のかということについてご質問を頂戴いたしました。 

 実施計画の中には、日野の歴史文化の特徴というものを記す項目がございます。

歴史文化の特徴を協議会の先生方がどのようにご覧になるかというのも１つ大事

な観点ですが、町民自身が何を「たから」と思っているのかということをやはり十

分踏まえて、この歴史文化の特徴を打ち出していきたいと考えております。その参

考とするために、このアンケートの実施をさせていただいております。 

 また、地域計画には、日野町内に所在する文化財のリスト、内容はどの地区にど

ういった名称のものがあるのかというシンプルなリストではございますが、他市町

の場合ですと1,000件程度のリストが添付をされています。現在、町が把握してお

ります町史事業で把握した文化財のほかに、このアンケートで頂戴した文化財をこ

のリストに盛り込んでいくことで、この計画の対象とすることができるという仕組

みでございますので、そういった部分についても活用してまいりたいと考えていま

す。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） それと、このアンケートについてもう１つお尋ねしたいんです

けれども、今後また定期的にこういった機会を多分設けられるわけですけれども、

世代が変わっていきますと、多分アンケートの結果も変わっていくと思うんですね。

移り変わりが当然あります。これに合わせて、地域計画というのは定期的に見直す

ということもあるんでしょうか１回決まっちゃったらもうずっとそのままなんで

しょうか。この辺ちょっとお尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） 計画の見直しがあるのか、可能かということに
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ついてご質問を頂戴いたしました。 

 この地域計画は、10か年の計画を具体的にアクションプランということで定める

ものでございますが、そう頻繁にではございませんが、例えば５年経過したところ

で、情勢や町の状況が変わったということであれば、また、そのときに協議会等で

議論し、変更することは可能でございます。そのためにも定期的な意向調査は続け

てまいりたいと存じます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 分かりました。今このアンケートのことをお尋ねしましたけれ

ども、このアンケートと並行して、“日野のたから”大発掘！！ ワークショップ

ですか。これ、すばらしいネーミングですね、大発掘。このワークショップを開催

されたというふうにお伺いしておりますけれども、これ、いつ、どこで、何人ぐら

いを対象にして行われたんでしょうか。また、年齢層はどうだったのかということ

と、どういうふうな方法で参加者を募られたのか、ちょっと教えていただければと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま、“日野のたから”大発掘！！ ワー

クショップについてご質問を頂戴いたしました。 

 こちらは、令和５年１月、西大路公民館において開催した事業でございます。西

大路公民館の事業と共催という形で開催をさせていただき、応募については、チラ

シ、それから公民館さんからのお声がけ、私どもの関係団体さんへの声がけで募集

をさせていただきました。 

 内容につきましては、この西大路地区を主に対象といたしまして、地区にある文

化財、「たから」を皆が集まって、地図を広げて、ここにこんな「たから」がある

というふうなことをグループ討論して発表し合う、そのような場でございます。 

 当日は42名の参加を得まして、年齢層につきましては、12歳、小学校６年生から

98歳にわたる、非常に幅広い多世代の議論ができたということになります。このワ

ークショップでの話合いを通じて、学び、考える、そして「たから」を確認し合う、

新しい発見と愛郷心、そして、この場自体が幅広い年齢の交流の場となったという

ことで、大変有意義であったなと感じています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 年齢層が98歳というのがすごいですけど、大体見当つきますけ

ど、この議場にもご親戚の議員さんがいらっしゃると思いますけれども、これ、ほ

かの地域でも多分されるんですよね。東桜谷のほうに回ってこられるのを非常に楽

しみにしております。東桜谷公民館そのものが、かつては小学校だった時代には、

映画『てんびんの詩』にも登場したりして、文化的な価値がある場所に建っている
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というふうに思いますので、そういった意見も多分ワークショップで出てくるんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

 公民館や学校に集っていただいて、いろいろな人たちと会話を弾ませながら、こ

のワークショップを行うというのがベストであるというふうに私も思っておりま

すけれども、ただやっぱり日取り、日の設定なんかによりましては、仕事などで参

加できないけど実は興味があるんだと、そういうところに参加したいと思っている

人もやっぱりあると思うんですね。そういった意味で、インターネットとか町のウ

ェブサイトなんかを使って、東参与がワクチンメーターを作られたように、ウェブ

サイト上からこういったものに参加できるような企画をして、進めるという方法は

できないものでしょうか、ちょっとお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま、ウェブ参加等でこのワークショップ

を開催することができないかというご提案を頂戴いたしました。 

 私、大分機械音痴で、その辺の知識が不足してございますが、確かにこのご時世、

随分ウェブによる会議等も増えております。東参与もいらっしゃることでございま

すので、ちょっと相談をさせていただいて、研究してまいりたいと思います。 

 また、来年度におきましては、西大路地区、大変ご好評を頂きましたので、残り

６地区でこのワークショップを開催させていただきたいと存じます。ぜひご参加い

ただければ幸いです。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 非常に楽しみにしております。日野って本当にすばらしい文化

財もたくさんありますけれども、文化財と認識されていない文化、あるいは文化財

もたくさんありまして、日野で住んでいらっしゃる方には、さっきもお話ししまし

たけど、当たり前のことであっても、例えば、私、今住んでいるところの前に小野

の古民家に一時期住んでおりましたけれども、家の玄関の戸が障子で出来ていると、

これも生まれて初めて見ましたし、でも結構あるんですね、そういうところが。中

に土間があって、格子になっているところをがらがらと開けると、土間続きで今度

は台所がある。日野の周辺に行くと、結構普通にあるお宅ですけれども、すばらし

い日本の元風景だというふうに思うんですね。そこに今でもおくどさんがあって、

使っていらっしゃる方もありますし、サテライトオフィス、今、町長も進めて下さ

っておりますけれども、古民家であるとか空き家を使って、オフィスとして使って

いくことは、またこれはこれで１つの方法で、そういうのに向いている空き家ある

いは古民家も確かにあると思いますけれども、私は古民家というのは単なる物理的

な家だけを指すんじゃなくて、そこで暮らしていらっしゃる方の生活スタイルその

ものが、やっぱり１つの古民家暮らしというスタイルで、文化財になるんじゃない
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かなというふうに思うんです。 

 私、びっくりしたのは、玄関が障子で出来ているということもびっくりしました

けど、ちょっと出かけて帰ってくると、土間の中で近所の子どもたちが普通に遊ん

でいるんですね、うちの。帰ってくると、玄関を開けると中に野菜が山のようにど

んと積んであったりするんですね。今まで経験したことのないことでして、こうい

ったスタイルそのものをやっぱり何とかずっと守っていくことができないかなと

思いまして、そういう意味で、日野に暮らしているとなかなか当たり前のこととし

て受け止めていらっしゃることでも、移住者とか、あるいは外国から来られた方に

とっては驚くような文化ってたくさんあるんです。そういう意味では、移住者とか

外国人の目から見た日野の文化というのを反映する機会を設けていただいてもい

いかなと思いますけれども、そういったことは可能かどうか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 

生涯学習課主席参事（岡井健司君） ただいま後藤議員のほうから大変示唆に富んだ

ご意見を頂戴いたしました。 

 なかなか一見して文化財とは見えないものについても、例えば古民家のそのもの、

あるいは暮らしのスタイルそのものに文化的価値があると、まさに私もそのように

思います。暮らしに根づいた、密着した文化財こそが本当に価値があるなと思いま

す。そういったことを子どもたちにもぜひ伝えてまいりたいというふうに思います。 

 また、移住者、外国人の方の目から見た文化財ということで、これはこれで、こ

れで十分というわけではございませんが、日野町には移住者の方も大分増えておら

れて、外国人の方も数多く住まわれている。こういうもともと日野に住んでいる人

間と、私もよそから来ておりますが、よそから来た人間が交わることで、また新た

な発見がお互いにある、そういった意味では大変貴重なことかなと思いますので、

このワークショップの中にそういった視点をまずは盛り込んで、ご意見を頂けるよ

うにお声がけをしてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 物理的な古民家も大事ですけれど、これも守っていかないとい

けませんけれども、やっぱり古民家でも何でも、人がそこで暮らして初めて本当の

あるべき姿ではないかと思いますので、ぜひそういった暮らしていらっしゃるスタ

イルそのものも守っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願い

します。 

 最後になりますけれども、地域計画の進捗と今後の見通し、この辺が分かれば教

えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課主席参事。 
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生涯学習課主席参事（岡井健司君） 進捗と今後の見通しについてご質問を頂戴いた

しました。 

 令和４年度につきましては、協議会２回の開催、アンケートの実施、それからワ

ークショップの開催を進めてまいりましたが、これ以外に文化財リストの作成に関

して、机上の文献の調査、それから文化的景観、これは主に日野駅から音羽辺りを

対象とした文化的景観に係る委託調査を実施いたしまして、文化財の把握に努めた

ところです。また、２月には講演会を開催し、会長の井上ひろ美先生のほうから地

域計画のご講演、「日野のたから」についてのご講演を頂戴し、普及啓発を取り組

んだところでございます。 

 令和５年度につきましては、先ほど申しました６地区におけるワークショップを

開催いたしますほか、協議会を３回開催する予定をしております。ここでは計画の

中核となる措置、10年間でどのような施策に取り組むのかという措置についてご審

議を頂き、令和５年度末をめどに地域計画の案を取りまとめる予定です。 

 この案、文化庁と修正協議を経た後、６年度の夏に文化庁に正式に申請をし、同

年６年度の12月の認定取得を目指しているところです。 

 この地域計画の下、令和７年度以降、この具体的な保存、継承および活用を図っ

てまいる所存でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） まさにアクションプログラムとしてそういったことが明記され

て、きちんとある意味システム化されるというのは非常に大事なことだと思います

ね。何となくやってきたことではありますけど、これまでも。これが明文化されて、

ずっとこの先も活用できるということに意義があると思いますので、是非しっかり

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 文化財というのは、一度失われてしまいますともう取り返しがつかないものとい

うのが多くございます。今、間もなく曳山囃子方交流会の共演会があさって行われ

ますけれども、こういったお囃子にしても、どっかで何年間か途切れちゃうと、も

う本当に取り返しつかない気がいたしますし、私ども鳥居平でも雅楽が続いており

ますけれども、これもやはり同じことだと思いますね。こういった、本当に途切れ

さすわけにいかないことがたくさんあるわけですけれども、こういったものも含め

て、神事であるとか村の祭りなんかも、このコロナ禍によって本当に自粛中止で風

前のともしびになっているものも結構あるわけですね。 

 この日野町の文化財の保存活用地域計画というのが、それらの掘り起こしですと

か、あるいは再発見、こういったものの起爆剤となって、より多くの町民さんが文

化財というものを意識していただけるようになっていけばなというふうに思いま

すので、ひとつよろしくお願いいたします。 



4-36 

 それでは、２項目めですけれども、農業後継者問題と食料自給率向上についてお

尋ねしたいというふうに思います。 

 まず、町内の後継者問題を抱える農家と、それから離農の問題についてお尋ねし

ますけれども、まず、町内の農家総数の推移であるとか、あるいは今後どうなって

いきそうなのかという予想について教えていただきたいと思います。 

 また、後継者問題について、町やＪＡに相談を受けている事例がどのぐらいある

のか。また、離農された農家のそれまで活用していらっしゃった補助というのはど

のようになっているのか、この辺をお尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） ただいま後藤議員のほうから農業の後継者問題と食料自給

率の向上についてということで、まずは町内の農家総数とか、そういったものをお

尋ねを頂きました。 

 町内の農家の現状等につきましては、農家総数でございますが、農林業センサス

で比較をいたしますと、平成22年は1,309戸でしたが、平成27年には1,112戸に、令

和２年は833戸にまで減少をしているところでございます。単純にこのまま推移し

ますと、５年後には約600戸ぐらいまで減少するのではないかというふうに思われ

ているところでございます。 

 また、農地の集積化、集約化を進める中で、窓口では新規就農から今後の農業に

至るまで、様々なご相談を頂いているところでございます。 

 まず、農業を離農したいという方につきましては、一旦農林課のほうに来ていた

だくケースもございますが、地域の中で農業組合長さんや周囲の方々とご相談をさ

れて、そしてどのようにしていくかの方策を考えられる方が多いのではないかとい

うふうに考えているところでございます。また、新規の就農につきましても、毎年

数件程度は承っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 平成22年に1,309戸だったものが５年後には600戸にまでという

ことは、もう半分以下になってしまうということで、ちょっとこれ、戦慄を覚える

ような数字でございますけれども、離農を考えていらっしゃる方は、地域の組合長

であるとか農林課に相談に来ていただくようにということですけれども、離農して

しまわれた後の圃場というのを、結局その地域で誰かが受け持ってされたり、同じ

集落内でなくても、私どもの集落でもわざわざ南比から来て頑張ってやってくれて

いらっしゃる方もありますけれども、結局来ていただいた方も高齢化した方ですの

で、しばらくやってもらっていたら、結局同じ問題が発生してきて、根本的な解決

になっていないわけですけれども、こういった問題を、こんな答えが分かっていた

ら悩まないと言われるかもしれませんけど、根本的に何とかしていくために、何か
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役場のほうで、農林課のほうで対策とかを考えていただいているのかどうかお伺い

したいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） ただいま、後継者の深刻な問題について役場として何か取

組をしているのかということでお尋ねを頂きました。 

 まず、地域の集落の農地をどうするかを考えていただくにあたりまして、それぞ

れの農業組合長さんとかで人・農地プランに基づいた、５年後、10年後先の農地を

一体誰が保全していくのか、管理していくのかということで、そういった取組をし

ていただいているところでございます。そういったことを考えるときには、当然、

今担っていただいている方の年齢のことや、ひょっとして途中でということも考え

ながら、そういうことで圃場を誰が担うのかということを一旦そういうふうな地図

のほうに当てはめてみるような作業もしていただいて、自分たちの集落を見詰めて

いただいているということでございます。また、そういったことの取組をしていた

だいた集落につきましては、町のほうで認定作業をさせていただいて、有利な国の

事業ですとか、そういうふうなものもご紹介をさせていただく中で、農地の保全や

管理とかに役立てていただいているものというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 簡単にいかないことばっかりで、本当に頭の痛いことばっかり

で、答えがなかなか出ないわけですけれども、農家の若い人が農業を継いでくださ

らないという状況がもうずっと続いているわけですけれども、その１つ前の世代ぐ

らいまでは何とかずっと継続、脈々と続いてきたわけですね。これが続かなくなっ

たというのはいろんな要因はあると思うんですけれども、私が思う一番大きいのは、

やっぱりそれで食べていけなくなっちゃっている、農業が。ここに一番大きい問題

があるん違うかなと。農家の方でも、自分の息子さんや娘さんにこれ継いでという

ときに、利益が上がらないもの、コストばっかりかかり続けていくものに継いでく

れって、やっぱりお父さん、お母さんも言いにくい部分が当然あるでしょうし、い

ろんな選択肢がある中で、子どもさんもそれを選ぶというのは非常に厳しいものが

あるんじゃないかなというふうに思いますね。 

 たまたまですけど、おとついの夜、私、家内とＤＶＤを夜見ていまして、『おも

ひでぽろぽろ』という映画なんですね、ジブリさんです。これ、山形県だったかな、

の若者が会社を辞めて、新規就農を目指して、有機農法で頑張っていくという非常

に感動するアニメーションなんですけれども、その中でもやっぱりそういう志を持

って有機農法と思ってやっていらっしゃる方、この日野町でもやっぱりいらっしゃ

るわけですけれども、なかなか、これを利益につなげるというのは非常に難しい部

分があるんです。そこで、そういう特殊な農法じゃなくて、普通に農家を、稲作を
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やっていらっしゃって、これぐらいな面積、あるいはこれぐらいの売上げがあれば

何とか損はしないよという損益分岐点というのがどの辺にあるのか、ちょっとお尋

ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） ただいま、損益分岐点のご質問を頂きました。 

 稲作農家の収益の分岐点として、政府系の金融機関が公表しております令和３年

度の農業経営動向分析集計結果における都道府県（個人）の損益計算書の金額から

試算いたしますと、作付面積で6.38ヘクタール、1,314万7,000円が売上高と費用が

等しくなる損益分岐点となったところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 6.3ヘクってやっぱりすごいですね。そうなると、やっぱり補

助金頼みということになりかねないわけですけれども、収益を上げるために作付面

積を増やすという方法も確かにございますけれども、日野町なんかの場合、兼業農

家さんがほとんどでございますので、専業でやっているところは別として、そうい

った兼業農家の事情からすると、かなりの無理があるように思いますね、そんだけ

の面積をしようと思いますと。 

 また、平地での水田に比べましたら、中山間地域の稲作というのは大型機械が入

らないところもありますし、入ってもはまりそうな田んぼであるとか、四角くない

変形田とかがございましたりしますし、耕作にかかる手間も多い、こういった中で

損益分岐点を下げるためにどのような方法が考えられると思いますでしょうか。難

しい問題ですけど。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） ただいま、損益分岐点を下げる方法はないのかということ

でご質問を頂きました。 

 今回お示しをさせていただきました令和３年の統計の少し前を実は分析もして

ございまして、令和２年の数字でいきますと、実は726万円程度、3.45ヘクタール、

さらに令和元年度で718万で3.12ヘクタールという数字が出てございまして、どう

してこのように面積が大きくなって金額が拡大したのか分析をしますと、やはり売

上高の減少、そして固定費と変動費の上昇が挙げられるというふうになってまいり

ます。いわゆる変動費のほうは、面積を拡大すればするほど負担が増える、材料代

ですとか農薬代とかそういうようなものになりますし、その一方で、面積の大小に

関わらず、持っているだけで費用がかかる固定資産や、そしてまた減価償却といっ

た固定費、これをいかに売上げを伸ばして減少させるかということが大事かなとい

うふうに思います。そういう意味では、変動費に係る部分で言いますと、今は資材

高騰でございますので、そういったところに農家の方の工夫や町・県・国の援助と
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いうものも必要かなと思います。 

 一方で、売上げを伸ばす手法としては、オリジナリティーを出していただくとか、

あるいは、農家さんといろんな関係の中で信頼関係を築いていただいて、この方の

この商品ならというものが挙げられるのではないかなと思います。固定費につきま

しては、減少させるすべとしては、やはりほかの方とタッグを組んでいただいて、

共同での利用を行って、その費用を低減させるといった手法しか今のところ思いつ

かないかなというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 確かに、米価の下落なんかが続いておりますと、面積たくさん

作らないと、周りの物価が上がって米価が上がらなかったら、作る面積を増やして

いかざるを得ないという部分がございます。 

 先日も西澤議員と一緒に甲賀市にあります有機肥料なんかを作っていらっしゃ

る会社さんに視察に行かせていただきましたけれども、やはり今、ウクライナの情

勢なんかの影響もありましたりして、肥料なんかも非常に高騰しておりますし、そ

の機械を稼働させる油代も上がっておりますので、どうしても農家にかかってくる

コストというのは今までと比較にならないぐらい跳ね上がっている中で米価が上

がらないわけですので、非常にやっぱり苦しい思いをみんなしていらっしゃるわけ

ですね。そんなことはもう皆さん十分ご存じやと思いますけれども。ただ、もうち

ょっと収益性のいいものを作っていけないかなと思いましても、やっぱり米を作る

ことにプライドを感じてずっとやっていらっしゃる方というのは、それも大事なこ

とですので、難しい部分があるかもしれませんけれども、これ転作した場合、この

中山間地域であるという条件下で、利益率が高い農作物というのはどういったもの

があるでしょうか。ちょっと分かれば教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） 今、中山間地域で利益率の高い作物ということでお尋ねを

頂きました。 

 この日野町は水稲が中心になっておりまして、そこのところについては、なかな

か金額のところで苦労をしているわけでございます。それ以外には麦や大豆といっ

たところがほかの作物ということで、可能性としては出てくるかなと思いますが、

収益の部分につきましては、農家さんの取組のやり方によっていろいろ変動するか

なというふうに思いますので、もう少し研究も必要なのではないかなというふうに

思います。 

 県の農産普及課とかが新規就農される際に一番にお勧めされるのは何かといい

ますと、実はこれは苺でございまして、そういったものは比較的短期間で、そして

また収穫ができ、そして収益性もあるということで、実はそういったところに着目
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して出だしとしてお勧めをされているというのが実態ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今、この日野町内でも苺を頑張って取り組んでいらっしゃる方々

がいらっしゃるわけですけれども、これも甲賀でも苺で、愛東でも苺、竜王でも苺

になってきますと、またこれも飽和状態になってまいるわけでして、なかなか切り

がない部分がございますけれども、利益率を上げようと思いますと、高付加価値の

作物を作ることも１つの方法だと思いますけれども、例えば６次化などで、そこか

ら付加価値を高めていく、利益を上げていく方法もあるんですけれども、町内で６

次化などで利益を上げていらっしゃるような例があれば、ちょっと教えていただき

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） 利益がどこまで上がっているかについては把握はしていな

い部分でございますが、ジャムや、それからジェラートといった加工品、ほかには

いろんなお漬物ですとか、様々な品々があるのではないかなというふうに思います。

最近は、そういったものにチャレンジしようという方がところどころで出てきてい

ただいているのが現状かなということで、そこらはもう少し情報は収集をしていき

たいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 確かになかなか、実情といいますか、経営者さんの利益がどれ

ぐらいあるかというのは分かりにくい部分でも確かにありますけれども、新たな商

品を開発するということもまた大変な努力が要ることですし、ほかにあるものを出

してもなかなか見向きしてもらえなかったりしますので、難しいところが確かにあ

ると思います。 

 今お話をずっと伺ってきましたのは、お米や農作物を作る側から何とかしていこ

うという話をしましたけれども、それだけじゃなくて、やっぱり今度は消費を拡大

していくということも利益のほうにつながっていく１つの方法じゃないかという

ふうに思うんですね。 

 今、ロシアとウクライナの戦争が、これで１年以上続いているわけでございます

けれども、この間、小麦であるとかトウモロコシとか大豆などの穀物や、これらを

原料とした食用油、こういったものの輸入価格が物すごい上がったかと思うと、突

然落ちてみたりというのがずっと続いておりまして、結果として、加工食品であっ

ても、こういったものも含めて、食品全般の大幅な小売価格上昇というのが招かれ

てしまっているわけですね。 

 我が国の穀物の自給率というのをちょっと見てみますと、食用米はもう当然、こ

れほぼ100パーセントというよりも、もっと食べて下さいと言わなあかん状況でし
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て、たくさんあるわけですけれども、小麦で見ますと僅か13パーセントなんですね。

日本の小麦粉というのは、なかなかパンとかケーキを作るのにちょっと向いていな

いんじゃないかというところもあったりして、輸入が増えてくるというのもありま

すので、国が小麦の輸入を管理していることだけに問題があるわけじゃないですけ

れども。また、トウモロコシはスイートコーンなんかで使われているものについて

は、ほぼ100パーセント自給しておりますけれども、このトウモロコシの圧倒的多

くは牛や豚のえさという飼料になっておりましたり、油脂になっているわけですけ

ど、これはもうゼロパーセントですね、国産というのは。大豆は、本当はこれ、日

本から最初、アメリカに大豆というのは紹介されて、アメリカも作るようになった

わけですけども、悲しいかな、日本で国産がどれぐらい作られているかというと７

パーセントなんですね。 

 このように、世界情勢の変化に日本の食料事情が左右されないためには、食料自

給率を高めていくという努力がもっともっと必要になってくるというふうに思う

わけです。また、食料自給率を高めることは、結果的に需要のほうから見た、農家

さんの利益率が上がるということにもつながっていきますので、言い方悪いんです

けど、もうかる農業になってくれば、後継者不足の問題に対しても１つのいい結果

が出てくるんじゃないかというふうに思うわけですね。 

 今、利益率の高い農作物とか利益率を高めることを主眼にして課長にお尋ねした

わけですけれども、需要と供給のバランスから考えますと、現在のように米の供給

が需要を圧倒的に上回っているというような状況が続いておりますと、当然これ、

米価は上がりにくいというか上がらないですし、利益率が下がり続けてしまうわけ

でして、そういう中でも利益を上げていくためには、行政であるとか、ＪＡである

とか、農家が知恵を出し合って米食の推進に努めることも非常に大事なことじゃな

いかなというふうに思います。農家の利益向上に大変効果的な手法になると思いま

すけれども、この点について、米食を進めるということに十分努力を今のところし

ていらっしゃるんでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） 米食を進める努力をしているのかということでお尋ねを頂

きました。 

 町の中で、特に学校給食で言いますと、日野町産のお米を100パーセント使って

いただいているというような状況で、それ以上の利用はそこはもう見込めないのか

なと、それをひたすら続けていくしかないのかなというふうに思っております。そ

の一方で、出口として何かないのかということで、町内にはいろんな企業さんとか

も立地をしていただいているわけでございまして、そういったところでの米の利用

の余地はないのか、そういったところはＪＡとも協議をしながら相談はしていると
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ころでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今、日野のお米を使った米飯食というのは、給食でも数年前か

ら出るようになりまして、非常に私たちも喜んでいるところでございますし、ずっ

と私たちのほうからも要望していたことでもございますので、ありがたく思ってい

るところですけれども、例えば、これは１つの提案ですけど、米粉を使ったパンで

あるとかケーキなんかの料理教室を町とか公民館主催でやってみるとか、あるいは

レシピを配布するとか、広報ひのなんかに米を使ったパンとかケーキだけやなくて、

いろんな料理のレシピを毎回掲載するとか、こういった方法があるんじゃないかと

思いますけど、こういったことが可能かどうかちょっとお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） 今ご提案のほうを頂きました、レシピを使って様々なとこ

ろで料理教室で活用できないかというようなことでございます。 

 各地区の公民館にはそういった調理の施設、調理実習室とかもございます関係か

ら、一定程度の何がしかの料理教室というのは毎年開催をされているのかなという

ふうに思っております。今そういったご提案も頂きましたことから、地元の食材を

使った料理教室の開催等については、また生涯学習課と連携しながら可能性につい

ては探っていきたいかなというふうに思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） ぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。今年も

新しい滋賀県のブランド米というのができまして、「きらみずき」というのが出来

ましたね。「みずかがみ」に続いてデビューしたわけで、大変期待しているわけで

すけれども、ただ、町外、県外に向けて売っていこうと思いますと、例えば南魚沼

産のコシヒカリとか、昔からあるブランドなんかと勝負していくことになるわけで

して、大変厳しいものであるというふうに思いますし、全国にＰＲしようと思った

らもう莫大なお金もかかっていくわけですね。なかなかここ滋賀で宣伝しているだ

けでは、あの辺の周辺の人とか、こちら側に来られた人しか知ってもらうことがで

きません。 

 まずは、そう思いますと、全国も大事ですけど、今お話ししているように、この

町でとれた米とか作物をこの町で消費するんだという、こういうことに努めること

が現実的に見て最も効果的だと思うわけですけれども、今まで給食で米を出しても

らっているのもありますけれども、そういったものも含めて、そういった努力、今

まではどういった形でやってこられたか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（吉村俊哲君） いわゆる地産地消ですとか、そしてまたお米の促進という
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ようなことでお尋ねを頂いたのかなというふうに理解をいたしました。 

 町の総合戦略の中におきましても、地産地消の推進というのは非常に大事なこと

ということで挙げておりまして、特に学校と連携すべしというようなことで記述を

しているところでございます。町の農業委員会のほうにおきましても、子どもたち

と一緒にタマネギやサツマイモ等の栽培から収穫までを行いまして、収穫された野

菜を給食の献立に利用したりしているところでございます。 

 また、学校の田んぼの体験授業というのがございまして、地域の農家の方に講師

に来ていただきまして、田植から収穫までを一緒に経験するというようなことをし

ておりまして、収穫されたお米も子どもたちの給食として取り扱って、食べてもら

っているというような状況でございます。いろんな方々のご協力のおかげで、地産

地消については推進が少しずつではございますが、進んでいるのではないかという

ふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） いろんな努力をしていただいていることは、今までもお伺いし

ていたわけですけれども、地産地消は大事だと分かっても、じゃ、どこに行ったら

これ買えるんやと、日野町でとれた作物は、という話になってくるわけですね。そ

こで、平和堂のフレンドタウンの中へ行きますと、インショップという地場産野菜

なんかが売ってあるコーナーがあるわけですけど、非常にちっちゃいですね。さら

に、ブルーメの丘に行きましても、前は青空市みたいな直売所があったわけですけ

ども、何年も前に閉鎖されて、それからありませんし、あそこなんか、やっていた

時代も、ブルーメの直売所で買っても、駐車場まで距離がありますので、スイカな

んか買っちゃったらもう持っていけないわけでして、雨が降っていたらまたこれ、

困るわけでして、いろんな問題があったと思うわけですけれども、農林課だけじゃ

なくて、商工観光課とか建設課にも関係するのかもしれませんけど、町内に直売所

を伴った道の駅みたいなものがあると一番いいと私は思うわけですね。甲賀に行き

ましても、竜王に行きましても、道の駅で地場産のものがいっぱい売っていて、そ

こで私らはおいしそうやなと買っちゃうわけで、隣の町の地産地消に協力しちゃっ

ているわけですけれども、そうしますと、地元だけじゃなくて観光客にも町内でと

れたものを買っていただけるし、知っていただけますし、そういった計画が今のと

ころ町にないのかどうかお尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 産業建設主監。 

産業建設主監（福本修一君） 日野町産のお米を含めまして、農産物を売る場所があ

るということは非常に有効なことだというふうに思います。そういう中で、これま

での議会でもお話をさせていただいておりますとおり、日野町の今の農業の現状と

いいますのが、先ほどの離農の関係もございますし、私も細々と農業をやっていま
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すけれども、出荷を、需要に応えていけるだけの供給をしていけるのかどうか、そ

こにやはり今の議員質問いただいています、農業を自給率も含めましてどう高めて

いくのか、供給体制をどうつくっていくのかということが今、その維持するのが今

大変な時期やというふうに思っています。そういう中で、これから農業の対策を講

じる中で、そういう体制づくりが非常に重要になっているということは非常に感じ

ておりますけども、なかなか今、その具体的な計画を持ち合わせているという状況

にはございません。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 供給が追いつくのかって、いつもそのお話を伺いますけれども、

もう主監もご存じと思いますけれども、日野町から同じグリーン近江のやっており

ます、きてかーな、近江八幡の、あそこに行きますと、日野町の方が出していらっ

しゃるものいっぱいあります。私のところも、うちの家で例を挙げるのは申し訳な

いけど、週に２回、３回走っていますよ、出荷に。これ、近くにあったらいいなと

みんなおっしゃっていますけれども、そういう声が届いていないのかなと非常に思

います。 

 町長ご自身も議員の頃に、道の駅に対しては非常に推進でものを言っていらっし

ゃいましたので、ぜひ肯定的に考えていただきたいと思いますけれども、そこで町

長にお伺いしたいんですけれども、現に農業を守っていくために様々な補助金が用

意されておりますけれども、これも確かに、こういったものを活用してもらうのも

大事だとは思っておりますけれども、このような手法だけでは、やっぱり対処療法

になってしまいまして、問題の根本的な解決にはなっているように私は思いません。

これ、なくすとまた大変なことになりますので、継続はもちろんしていただかない

といけませんけれども、米や農産物がしっかりと売れて、農家の利益が確保できる

状況をつくり出すということができれば、機械であるとか設備の更新にかかるハー

ドルというのも下がってまいりますし、さらに、守りから攻めに転じる農業、こう

いったふうに変わっていくことができるんじゃないかなと思うんです。 

 また、利益が上がる農業が実現できれば、後継者問題の解消にも大きな効果があ

るというふうに、先ほども言いましたけど、やはり思います。それを考えて、補助

金だけが農業問題の解決策ではないと私は思っておりますけれども、町長はどうお

考えでしょうか。また、今お伺いしました道の駅なんかの直売所、こういったもの

の計画は、今どのように思っていらっしゃるでしょうか、伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） まさに後藤議員がおっしゃられたように、補助金だけで今の農

業の現状が課題解決に至るとは思っておりませんでして、もう言うまでもなく、今

お話しいただいたように後継者の問題であるとか、地域の農業をどう維持していく
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のかということになったときに、やはりそこで皆様ご尽力を頂いている中で、マイ

ナスになっている状況が、じゃ、次の若い息子さんや来られた方が担うかというと、

なかなか難しいと。補助金というものが重要である施策の１つでありますけど、根

本的なものではないというふうに思います。やはりこの農産物というものがしっか

りと適切に評価されて、それが農業収入につながるということが非常に大事かなと

思っております。 

 産業の農業の部分と、専業の農家さんが担われているような部分と、また、兼業

農家さんが担われている従来からの中山間地の先祖代々の土地をどうやって維持

していくかというところも、それぞれアプローチの仕方が大きく異なってくるのか

なと思っているところでございます。 

 道の駅に関しましては、議会でもご議論も頂きましたし、役場内でも継続して議

論をしている重要なテーマであると思っておりますので、引き続きそういう可能性

につきましては議論していきたいなと思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 継続して議論していきたいということで、少し安心いたしまし

たけれども、前町政でははなから否定的でございましたので、こういった可能性も、

道の駅じゃなかったとしても、直売所というのがありますと、地場産の野菜を食べ

ましょう、地場産の米を食べましょうと言うても、どこで買ったらいいのか分から

ない人って結構ありますので、おまけに町内の人だけじゃなくて観光客にも買って

もらえる、日野のものはおいしいということを多くの人に認知してもらえるという

ことになりますと、非常に大きい効果があると思いますので、ぜひしっかり検討し

ていっていただきたいと思いますし、町長おっしゃっていただいたように、補助金

頼りだけで解決する問題じゃありませんので、やっぱり需要を高めることによって

供給が逆に生み出される、こういう攻めの農業をつくっていっていただきたいと思

いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、３つ目の質問ですけれども、一人ひとりが大切にされる日野町にして

いくためにはということで、これ、12月議会の一般質問で、私、多文化共生社会の

実現について取り上げたわけですけれども、その中で、企画振興課長より、日野町

行政や日野町国際親善協会、町内企業などの外国人在留者との交流などへの取組と

いうものを幾つか紹介していただきました。 

 日野町には様々な方が暮らしていらっしゃるわけで、外国人が800人以上いらっ

しゃいます。２万人ほどの人口の中に800人を占めるって結構な割合ですよね。日

本人といっても、代々この町で暮らしている人もいらっしゃいますけれども、町内

の人と結婚して、ここで、例えばお嫁に来て暮らされる方、お婿さんとして来られ

て暮らされる方もありますし、町外から移住してこられた人、私もその１人ですけ
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ど、であるとか、子どもや青年、働き盛りの人、家庭を守っている人、お年寄りの

人、様々です。 

 そして、外国人とひとまとめでよく言っちゃいますけれども、外国人と言われる

人の中でも、生まれた国も様々ですし、さらに、日本人と同じように、年代から何

からいろんな方がいらっしゃるわけですね。職業も異なっているわけです。また、

生まれた場所に関わらず、健康な人もあれば、最初から障がいを持って生まれてこ

られた方とか、最初は障がいがなくても事故などで障がいを負った人もありますし、

病気や老化で周囲の助けを借りないと何とかならない方もやっぱりいらっしゃい

ます。その方をまた介助している人もありますし、経済的に余裕のある人、余裕が

なくて生活に不安を感じながら暮らしていらっしゃる方、人数分だけ異なった個々

人が生きていらっしゃるわけですね。 

 今日まで生きてきた環境や時代が異なる人たちがお互いを尊重し合って、みんな

が気持ちよく生きていける社会を実現するための方法についてご質問したいとい

うふうに思います。 

 まず、人権に関係するような講演会であるとか研修会であるとか出前講座、こう

いったものは年間に町内でどれぐらい行われているでしょうか。また、どのような

課題についてその中で取り上げていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 人権に関係する講演、研修、出前講座などについてお尋ねを

頂きました。 

 生涯学習課や企画振興課、また各地区公民館などでは様々な講演や研修会を開催

しております。内容は昨今の地域課題や社会問題、行政課題など多岐にわたってお

ります。これら事業を開催するにあたっては、日野町がこれまで進めてきた人権と

福祉のまちづくりの理念を基本に開催することがとても重要だというふうに考え

ております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 企画振興課が答弁くださるかと思ったので、びっくりしました。

今、教育長のほうからお答えいただきましたけど、その講演とか研修会では、受講

していらっしゃる方からいろんな意見が出ると思いますけれども、どういった意見

や感想が挙げられたか。それに対して、どういった講演の主催者であるとか講演の

担当者であるとか、こういった方からどういったご回答があったか、あるいは問題

に対してこういったふうに対処したらいいよというようなご意見が出たか、その辺

もお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 今、どんな講演があって、どんな意見があってという
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ことですけれども、生涯学習課のほうで主催して行っております講演などにつきま

しては、人権啓発推進連絡協議会が行う人権委員さんの交流研修会、それから、教

育委員会が行っております人権学習講座というのが２回から３回、それから、ふれ

あい学習会という、日野町と教育委員会、それから人権啓発推進連絡協議会が合同

で行っております年１回の学習会がございます。それらの講演会を行うときには、

必ずアンケートをとっております。そのアンケートの内容については、実を言いま

すと、「ともがき」という広報がございますが、その「ともがき」の中に講演会の

内容と、それから各参加者の意見とかいうのを書いている欄がございまして、講演

の内容によって様々でございます。 

 かつては、ふれあい学習会の中では、昨年度ですと、さくらいりょうこさんで、

オカリナの人生を奏でる講演家、オカリナ演奏ということで、その中で、コロナウ

イルスの中で、その経験と、それから、オカリナを吹いてこられたそのご経験をお

話しいただいております。アンケートの内容まではまだちょっと存じていないです

けど、申し訳ないなと思います。 

 それから、その前の年度には教育サポーターの仲島正教さんという方をお呼びし

て、「あーよかったな あなたがいて～「優しさ」という温かい貯金～」というよ

うな子どもに関する講演会もさせてもらっています。これに関しては、かなり教職

員の方々もご参加いただきまして、目からうろこのようなお話を頂きましたという

ようなこともご感想を頂いております。そういうアンケートを頂戴しながら、今後

の学習につなげていきたいなという思いで、頑張って研修会や講演会をやっていき

たいなとは思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今度３月21日も人推協の講演会、お知らせいただきましたので、

私も参加予定にしておりますけれども、そういった講演会の中ではわりかし参加し

ておりましても、受講生とか聴衆の中で出てきます意見というのは肯定的なものが

大半を占めているんですけれども、ところが、昨年の12月議会の一般質問でも私取

り上げましたけれども、去年の11月22日に日野公民館で開催されました議会報告会、

住民と日野町議会議員との意見交換会みたいなのをしたわけですけれども、この中

で、住民さんからも議員のほうからも、双方から外国人は何々だ、例えば外国人は

交通ルールを守らないとか、外国人はごみの捨て方を知っていないとか、こういっ

た意見というのが相次ぎまして、私、聞いておりまして、非常に大変ショックを受

けました。外国人ってひとまとめで見ていることのショックですけれども、ちゃん

とそれ以前に、交通ルールであるとか生活のルール、ちゃんと教えてあげたのと聞

きます。それ、別に外国人じゃなくても一緒だと思いますよ。その地域の外から入

ってきた人は、そこのルールをまだご存じない方がほとんどですのでね。 
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 実際の生活の場でも、移住者であるとか、町外あるいは県外から養子入りされた

方などへ、よそ者だってよそ者呼ばわりされて、そういうショックを受けたという

声をよく聞きます、私は。同じ移住者だから特に聞くんですけれども。そこで、人

権と福祉のまちづくりというのを日野町の場合、理念として標榜しているわけです

けれども、ということを今伺いましたけれども、そこでお聞きしたいんですけれど

も、昨年の12月議会の私の一般質問の後、多文化共生社会を進めていくために何か

アクションを起こされましたでしょうか。それとも、そんなこともあったんだ、そ

んな意見もあったんだで終わっているんでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 去年の議会の意見交換の中であった意見で、何かその

後アクションを起こしたかどうか、一般質問の後、アクションを起こしたかどうか。

そのことについては、重々私のほうでも理解しておりまして、何かしらに生かさな

ければならないなというような思いはございました。その中で、１つ生涯学習課と

企画振興課が一緒に合同で研修会を２月に開催させてもらったのが、ナン・スンヒ

ョンさんという方で、在日韓国人としての思いと、今その活動をされていることに

ついてお話を頂きましたが、そういう外国人さんに対する偏見とか、そういうこと

も含めた学習会をしなければならないなという思いの中でさせてもらったわけで

ございます。 

 続きまして、この３月21日に行わせてもらいます人権啓発推進連絡協議会の30周

年の記念式典についても、この中でご講演を頂きます佐藤ひらりさんにつきまして

は、彼女は全盲のシンガーソングライターということで、そういう障がいを持って

いても希望を持って生きておられているというそういう思いを強く発信しておら

れる方でございますので、その方のお話を聞いていただいて、また、障がい者の理

解につなげていただくとかという、そういう思いを持って開催しておりますので、

ご理解いただけたらなと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） ということは、今、加納課長おっしゃられた２月のナンさんの

講演、私も一定意見も言わせていただきましたけども、とか、佐藤ひらりさんの講

演といいますか演奏といいますのは、この12月議会に私の一般質問の内容を聞いて

いただいてアクションを起こされて企画されたんですか、前からあったんじゃなく

て。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 後藤議員が一般質問をされてしたかどうかということ

でございますが、しなければならないという意識は、後藤議員が質問される前から

も持っておりまして、今まで我々が人権啓発という形での研修会をしている中では、
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多様性のあるような意見をお持ちの方を講師としてお呼びして、そういう啓発を行

っておりますので、その前から持っているという意識はございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 前々からこういうのずっとありますよね。私も何度も参加して

います。だけど、ああいう外国人はとかいうような意見が出るわけです。だから、

この私の一般質問であるとか議会報告会、聞いていただいて、これではあかん、何

かもう一歩踏み出さなあかん、どんなアクションをされましたかと聞いたんです。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（加納治夫君） 一歩踏み込んだアクションをしたかどうかというと、

まだまだこれからかなというふうに思います。そのような一般の方の外国人に関す

る偏見とかがあるということでございますので、それは継続的に私どものほうでは

啓発活動として行っていきたいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 非常に残念です。私、議会報告会の「外国人は」という発言を

聞いて物すごいショックでしたので、外国人じゃなくてもショックですから、あの

場に外国人の方もお越しでしたから、もっとショックだったんじゃないかと思いま

すけども、あれ聞いてもアクションがいまだに起こっていない。もうあれから３か

月たっていますけれども、というのは非常に私は逆にショックを受けております。 

 外国人とか移住者の中には、グループをつくって活動されたりマルシェをされた

りして、自ら活発な発信を行っておられたり交流を図ったりする人たちがいらっし

ゃる一方で、逆に窮屈さとか息苦しさというのを感じながら毎日を送っていらっし

ゃる方もあるというふうに感じます。これは、同じことは、この町で生まれ育った

人でも、既住者の人でも言えるんじゃないかなと思うわけですけれども、このよう

な人たちに行政や民生委員はどのような対応ができるのか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（小島 勝君） 町で暮らす中で感じておられる生きづらさ、その内容

とか原因はその方によって様々であるかと思います。その方にとって相談しやすい

相手の方も様々いらっしゃると思いますし、そういった状況にあると思いますので、

やはりその相談される方に寄り添う形で、適切な相談先につなげていくことが大切

であるかなというふうに考えております。そのためには多様な相談先が必要かと考

えておりますのと、その相談先が相談内容に応じて様々に連携していくことが大切

かなというふうに考えております。 

 また、外国人や移住者の方を含めまして、これは全ての住民の方一人ひとりが大

切にされるまちとなるように、さらに連携のほうを進めていきたいなというふうに
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考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 確かに、なかなか、これができると具体的に言うのは難しい部

分があるかもしれませんけれども、発信をされる方であるとか、いろんなものを。

助けを自分から求めてくる人というのはごく僅かだと思うんです、そういう思いを

持っていらっしゃっても。こういった方にだけ対応していく姿勢では、なかなか見

えてこないものがたくさんあると私は思っております。当町がその姿勢だというわ

けではないんですよ。日野町がそうだというわけじゃないんですけれども、ただ、

探そうとか見つけようとかいう意思を持って、そういう目で見詰めていかないと、

見えないものがたくさんあります。近所の人たちの会話であるとか井戸端会議であ

るとか、最近あの人あまり見ないねとか、行事に参加しなくなったね、あの人とか、

こういった会話の中から察するという、こういうことも必要なんじゃないかなと思

いますね。そういう部分で、苦しい思いをしていらっしゃる方を見つけるきっかけ

になることもあるんじゃないかというふうに思います。 

 そういった点では、この民生委員さんは情報を得られやすい立場にあるんじゃな

いかなと思うんですね。こんなことを本当は言ったらいけないんかもしれませんけ

ど、民生委員さんをやっていらっしゃっても、そこに一緒に入って、あの人最近見

いひんなって、何してはるんやろうななんて言って、一緒にしゃべって終わっちゃ

うだけの人も知っている人の中にもあります。これではやっぱり駄目だと思うんで

す。こういうことができるのは、町行政じゃなくて、そこで暮らしている人じゃな

いと無理だと思いますのでね。 

 先ほど、連携を進めるというふうに小島課長のほうからおっしゃっていただきま

したけれども、相談があったことにのみ目を向けていると、本当に見えてこないも

のがたくさんあるわけですけれども、この点について、民生委員さんであるとか、

村のそういった方々とどのように連携をしていかれるのか、分かれば教えていただ

きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（池内 潔君） 先ほどご質問いただきました、とりわけ民生委員さんとの

連携、町の行政としての連携でございますが、昨年の12月に新たな民生委員さんの

任期が発生して、各地区の区長さんから推薦を頂きながら、民生委員さんを選任し

てきたわけですけれども、そこの中の課題として、民生委員さんの負担が多いので、

区長様が選任される、推薦いただくことがかなり難しくなってきているという課題

がございます。 

 これは、先ほどおっしゃったように、地域にお住まいの方がいろいろな課題を持

たれているということは、民生委員さん、特にご存じでございまして、そこへどう
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アウトリーチをかけていくのかということをかなり悩まれている方もおられます。

本来ですと、民生委員さんにお寄りいただきながら研修会を進めていくというのが

通常ですけれども、コロナ禍にあって、丁寧な研修会であるとか交流会ができてい

ないということもあり、民生委員さんが個別に悩まれていることを聞く機会がまず

少なくなってきているということがございます。 

 ただ、そのことを問題視しておりますので、今回、改選されたこともありますの

で、民生委員さんの新たに着任された方、引き続き選任された方も含めて、こうい

うことがあるということを共通認識して、どういうアウトリーチをかけていけば適

切なのか、先ほどおっしゃったみたいに、アウトリーチをかけられることに対する

違和感を持たれる方も実はたくさんお見えですので、そういう方々をどういうふう

にサポートしていったらいいのかということを、民生委員さんだけではなくて、地

域の方と一緒にどういうふうに解決できるのかということを相談できる体制とい

うのは、我々が築いていく必要があるかなというふうには思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） ただ、そうやって声をかけられたわけですね。接触してこられ

る方、これに対して拒否感を持たれる方とか、ほっといてほしいと思われる方が多

いと思いますし、そういう方のほうが実は多いんじゃないかと思いますけど、そこ

をどうしていくかというのがやっぱり知恵の絞りどころだと思いますので、だから

ほっといていいかって、そういうわけじゃないと思いますので、何とか方法も考え

ながら進めてほしいなというふうに思います。 

 多くの場合、表から見えるものであるとか、発信してこられる方よりも、それが

できない方のほうに大きな問題が存在しているケースって非常に多いと思うんで

す。おとついの私の質疑の中で、安田教育長の答弁を頂きましたけれども、これに

関連するわけですけれども、町内の小・中学校において、お互い、自分のこともで

すし、相手のことも大切に思って、互いに気遣える心を育てるために、今どういっ

た取組をしていらっしゃるか教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 学校の関係でご質問を頂きまして、ありがとうございます。 

 まずもって、外国の子どもたちの在籍の状況ですけれども、日野町内には７か国

から44人の子どもたちが今在籍しているというふうな状況です。小学校が38名、中

学校が６名というふうなことで、その子たちがよりよい生活が送れるように、いろ

いろと日々実践しているというふうなところでございます。 

 本年度も南米のボリビアからお見えいただいた方が学校のほうでコンサートを

頂いたりというふうな取組があったりとか、あるいは国際親善協会の方から絵本を

寄贈いただいて、各学校のほうで子どもたちが手にすることができるというふうな
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ことで、大変いろいろとご支援を頂いているということをまずもって感謝している

ところでございます。 

 そういった子どもたちが人権意識を高めるというふうなことで、学校での取組で

ございますけれども、お互いを大切に思い、相互に気遣える心を育てる取組につい

て、例えば、小学校では、自分の心を大切にし、相手の心も大切にするという人権

教育の基本的な考え方について学ぶとともに、友達のよいところを見つけ合ったり、

発表し合ったりというような取組を大切にするようにしています。そのほかにも、

幼稚園や異年齢、さらには高齢者や障がいをお持ちの方との交流などを通して、思

いやりや相手への接し方なども学んでいるところです。 

 例えば日野小学校でしたら、ほのぼの交流といって、高齢者の方といろいろと接

するというふうなこともあったり、西大路小学校では、野菜を通したマルシェがあ

って、お年寄りの方との交流があるというふうなこと。さらには、障がいをお持ち

の方であれば、わたむきの里のほうに訪問して、いろんな方と接するというふうな

場を設けるというような取組をしています。また、道徳でも「相手の立場も大切に」

や、「みんなと仲よく暮らすことを考える」などの教材を活用しながら、学級で話

し合う活動も大切にしているところです。 

 このように町内の小中学校では、教科学習や道徳・学級活動など、教育課程全般

の中で相手の気持ちを考え、思いやりを育む実践を行っているところです。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） そのような相手の気持ちを考えて、思いやりを育む実践を行っ

ていただいているおかげで、日野の子どもたちというのは本当に優しいなと私も感

じております。ありがたいと思っております。ですが、昨今、報道なんかを見てお

りますと、飲食店などで非常識な行動をとられたりして、他のお客さんであるとか

お店に大変な迷惑をかけているような事例というのがよく新聞やテレビで報道さ

れております。 

 このような行動は、周囲の人を傷つけるだけじゃなくて、今、自分の心というこ

とについて教育長が何度もおっしゃっていただいたように、自分自身も大切にしな

い行為だと感じますし、報道を見ましても、私たちまで心が傷つきます。ですが、

そういった若者たちも、ご家族とかご近所の人にインタビューされているのを聞く

と、非常に礼儀正しいよ、いつもはとか、優しい子やよと評価されていることが少

なくないわけですね。ギャップがあるんですね。もしも、その若者の心の中にある

傷であるとか闇といいますか、こういった部分にもっと事前に周囲が気づいてあげ

ていたら、あの子はいい子だ、あの子は優しい子だと最初からレッテルを張っちゃ

って見ちゃっているから、何かあっても相談できないことがあるのかもしれないん

ですね。こういったことも多いんじゃないかと思うんです。 
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 そこで、ちょっと教育長、なぜこのような若者が今増えてきているのかというふ

うに思われるか、持論で結構ですのでお尋ねできればと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） ポイントになるのは自己肯定感だと思います。自分自身が大

切にされているかどうかだと思います。自分が大切にされていない子は、人をも大

切にしないと思います。どうせ自分なんてというふうな言葉を子どもたちは発して

ほしくないです。どうせ僕なんて、どうせ私なんて、そうじゃないんですよ。自分

自身が大切にされているというふうな思いをいかに周りの大人がつくってあげら

れるのかというところが一番ポイントではないかなというふうに思います。 

 昨日も申しました、自分がされて嫌なことは絶対人にはしてはいけない、言って

もいけないというところが一番ポイントじゃないかなと思います。自分が大切にさ

れている、だから人も大切にするんやというところを教育の一番中心に置きたいな

というふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 今お答えいただいた自己肯定感、どうせ自分なんてと思わない。

これは教育長が就任されて一番最初からお話しいただいていることで、すばらしい

ことだというふうに思います。 

 自分を大事にしてもらっていると思えるからこそ、自分を大事にせなあかんとや

っぱり思うわけですし、本人さんも。難しい部分がいろいろあると思いますけれど

も、イベントとか講演会だけじゃなくて、日常のもっともっと身近な部分で異なる

文化に触れる、今、教育長のほうからボリビアの演奏会、お話を伺いましたけど、

こういったものだけじゃなくて、日常の中でこういった異文化に触れるとか、理解

する機会をもっともっとつくっていかないといけないし、世代間の文化の違いにも

もっともっと触れていく機会を私たちはつくっていかないといけないんじゃない

かなと。我々の持っている常識と10代、20代の思う常識は違うかもしれませんし、

こういうふうに思うんですけれども、行政として、あるいは地域として、そのよう

な機会をどういうふうにしたら増やせるかということをちょっとお尋ねしたいと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） ちょうど今、日野町の人権学習の推進指針を懇話会の皆さん

で変えていただいて、今度は３月21日の日に30周年を迎える式典で皆さんのほうに

も見ていただこうというふうなところになっています。その中に、懇話会の皆さん

から、今日のテーマであります多文化共生に関わる国際化の関係で、大変重要な指

摘を頂いたなというふうなところがあります。 

 こういう一文がありました。「町の国際化は、役所の人の心の国際化からと言わ
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れます。あってはいけない違いをなくす、なくてはならない違いを守る、違いを大

切にする社会をつくるなどの視点や、多様な人権について分野ごとに研修する機会

をつくることが大切である」というふうに示されています。研修を積み重ねるとい

うことが一番大事だなというふうなことを思います。それぞれの子どもたちもです

が、大人たちもです、いろんな場所で研修を積み重ねていくというようなことが大

事じゃないかなと思いますけれども、そういったことを、さあ研修するぞというよ

うな形で位置づけるんじゃなくて、日常的にいろんなところでそういったことが学

べるというふうなことが大事じゃないかなというようなことを思います。 

 そういう意味で、先ほど言いました改定の中でも、異文化と接する中で大切にし

てほしい、いろんな具体的なプランも示してもらっているところでございますので、

そういったところを大いに参考にしながら、行政の中で生かしていくことが大切か

なというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 本当に文化が違うというのは、住んでいる国が、今までの暮ら

してきた国が違うというだけじゃなくて、世代間のギャップやら、いろんなものを

含めて、やっぱり感じる部分がありますので、ぜひそういったアクションを続けて

いただきたいというふうに思います。 

 また、この間ちょっと生涯学習課長とお話ししている中で、こういったギャップ

といいますか、ものをどういうふうにしていったら乗り越えられていくやろう、こ

のきっかけをどうやったらつくっていけるやろうという話をしている中で、それは

挨拶ちゃいますかというふうに生涯学習課長のほうからお答えいただきました。こ

れはすばらしいことやないかなというふうに思うんです。挨拶って物すごいやっぱ

り大事です。当たり前のことなんですけど。 

 これ、１つ例を挙げますと、私も日野に移住してきた当初、たまたま散歩してお

りまして、出会った人に、普通に、例えば、まちでジョギングしていると、朝出会

うと、「おはようございます」と知らん人でも言うわけですけれども、同じように

「おはようございます」と言ったら、その方、立ち止まって上から下までじーっと

見て「誰や、あんた」と言われるんですね。こういうことが１回ありますと、次か

ら声をかけるのが怖くなっちゃいますし、そうなりますと、あのよそ者はと向こう

は思われるかもしれませんけれども、そういうことがあると今度、移住者や外国人

は、日野の人はと同じように思うんです。それが日野の印象になっちゃうわけです

ね。そういう意味で、最初のきっかけづくり、挨拶って物すごい大事違うかなとい

うふうに思います。 

 これ、日野だけじゃなくて、地方に行くとこれはよくあることでして、一度その

ような行動があると、本当にお互いがどこの人はこうやという思いになっちゃうと、
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なかなかそれから抜け出せなくなっちゃいますね。何についてもそれに関連づけて

思っちゃうようになって、来たときに日野に憧れて来たのに、日野大嫌いと言って

出ていっちゃった人もあって、そんなこと言わんと住んでえなと言っても、もう大

阪に行っちゃいましたけど、その方もね。非常に悲しいです。町長もご存じの方だ

と思いますけれども。 

 そこで、町長に伺いますけれども、日野町では今現在、多文化共生社会が実現で

きていると思われますでしょうか、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 多文化共生が実現できているかということですけれども、まだ

まだその途中であるなというふうに思います。 

 先ほど来、それぞれ、また教育長からもございましたとおり、研修や啓発、講演、

従来からもやってきたことを続けると同時に、やはり前回のナン・スンヒョンさん

のお話にもございましたとおり、やはり外国籍の方と何かを一緒にやっていくとい

うことは非常に大事だなと。傍観者といいますか、第三者として聞くのではなくて、

一緒に何かイベントをしたりとか行事をしたりとか、何か授業をしたりということ

が、何かを一緒にやるということが非常に重要なテーマだなと思っておりますし、

お隣の甲賀市や湖南市さんとかというのは非常に取組、交流協会というものもしっ

かりと持たれていまして、もちろんこの多文化共生に対応するのは行政だけでは限

界が正直ございます。民間の皆さんや住民の皆様や、そういうお知恵の皆様と一緒

に、やはりそういった協会、どういった形がいいか分からないですけれども、交流

とか親善のみならず、支援とか相談とかサポートとか、また言語のこととか、そう

いった包括的な受皿になれるような、そういった在り方というのは必要ではないか

なと。小さい世帯でございますので一歩一歩でありますけれども、皆さんにお力添

えいただいて、そうやっていくというのが１つの方向性ではないかなと個人的には

思っております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

６番（後藤勇樹君） 多文化共生という言い方をしちゃいますと大層なことに聞こえ

ますけれども、この町で生まれ育った人もよそから来た人も同じように普通に気持

ちよく、毎日が普通に暮らせる町、こういうものになれたらなと思いますので、ぜ

ひしっかりお願いしたいと思います。 

 外国人や移住者に限らず、偏見などはどちらか一方にのみ存在するわけじゃない

んですね。偏見を持って外国人や移住者を見たり扱ったりしますと、必ず相手も日

野の人はという偏見を持つようになります。そうしますと、さっきお話ししたよう

に、これ全部にやっぱり連携して考えちゃいますので、日野の人はこうやな、日野

の人はこうやなとやっぱり思うようになっちゃいます。日野でずっと暮らしている
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人にとっても、日野に越してきて十何年になる私らにとってもやっぱりこんなこと

は悲しいことであるというふうに思います。 

 先ほどの挨拶の例でも分かりますように、偏見や孤立というのは、きっかけとい

うのは、最初はほんのささいなことやったりすると思うんですね。ちょっとした挨

拶でそういうふうなことが生まれたりします。まずはこのきっかけをつくらない、

そして、ひとまとめで人を見たりせずに、個々人であるということを忘れない。あ

そこの家族はとか、あそこの集団はとか、外国人は特異な目で見ない。さらに、苦

しみや痛みを、さっきも教育長おっしゃったように、自分の痛みとして感じる心を

育てる、こういうことが非常に大切なんじゃないかなというふうに思います。その

上で、互いの文化を知ってということにつなげていく必要があるんじゃないかなと

思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして本日の日程を終わります。 

 委員会審査および調査につきましては、本日午後２時からおよび13日午前９時か

ら予算特別委員会を、14日午後２時から総務常任委員会を、15日午前９時から産業

建設常任委員会を、午後２時から厚生常任委員会を、16日には午後２時から地方創

生特別委員会を、17日午後２時からは議会改革特別委員会をそれぞれ開き、委員会

審査、調査をお願いいたします。各委員会の招集につきましては、委員長の通知を

省略いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 ３月22日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） お疲れさまでした。 

－散会 １２時２２分－ 


